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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　許可されていないアクセス端末に、アクセスポイントに接続することを一時的に可能に
させるために、前記アクセスポイントのためのアクセス制御動作をディスエーブルにする
ことであって、前記アクセス制御動作は、どのアクセス端末が、前記アクセスポイントを
通じてサービスにアクセスすることを許可または制限されるかを制御することと、
　前記アクセス制御動作がディスエーブルにされているときにメッセージを受信すること
であって、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録することを試
行中であることを示すことと、
　前記アクセス制御動作がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した
結果として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを
許可することであって、前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、
前記アクセスポイントのためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加す
ることを備えることと、を備える、通信方法。
【請求項２】
　前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リストを維持することをさらに備える
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセス制
御リストを維持することをさらに備える請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記アクセス制御を前記ディスエーブルにすることは、前記アクセス制御リストに記載
されていないアクセス端末のためにアクセスを一時的に可能にすることを備える請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記アクセス制御は、定義された期間の間ディスエーブルにされる請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記方法は、前記アクセスポイントにおいて実行される請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて実
行される請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ユーザ入力デバイスから指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は、前記
指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記アクセス端末から指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は、前記指
示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ネットワークインタフェースを介して指示を受信することをさらに備え、前記アクセス
制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項１に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセスポ
イントから指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は、前記指示の前記受信
の結果としてディスエーブルにされる請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可され
ていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信することをさらに
備える請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アクセスポイントのための実施ポイントは、前記アクセス端末への呼をトリガする
ことによって前記アクセス端末に前記確認メッセージを送信する請求項１２に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス端末が定
義された期間の間にサービスを入手することを許可することを備える請求項１に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記アクセスポイントは、フェムトセルを備える請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　アクセスポイントのためのアクセス制御動作をディスエーブルにするように構成された
アクセスコントローラであって、前記アクセス制御動作は、どのアクセス端末が、前記ア
クセスポイントを通じてサービスにアクセスすることを許可または制限されるかを制御す
る、アクセスコントローラと、
　前記アクセス制御動作がディスエーブルにされているときにメッセージを受信するよう
に構成された受信機と、を備え、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイン
トに登録することを試行中であることを示し、
　前記アクセスコントローラは、前記アクセス制御動作がディスエーブルにされていると
きに前記メッセージを受信した結果として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通
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じてサービスを入手することを許可するようにさらに構成され、
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセスポイント
のためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備える、通信
のための装置。
【請求項１７】
　前記アクセスコントローラは、前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リスト
を維持するようにさらに構成される請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記アクセスコントローラは、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲート
ウェイにおいて前記アクセス制御リストを維持するようにさらに構成される請求項１６に
記載の装置。
【請求項１９】
　前記アクセス制御を前記ディスエーブルにすることは、前記アクセス制御リストに記載
されていないアクセス端末のためにアクセスを一時的に可能にすることを備える請求項１
６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記アクセス制御は、定義された期間の間ディスエーブルにされる請求項１６に記載の
装置。
【請求項２１】
　前記装置は、前記アクセスポイントである請求項１６に記載の装置。
【請求項２２】
　前記装置は、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイである請求
項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　ユーザ入力デバイスをさらに備え、
　前記アクセスコントローラは、前記ユーザ入力デバイスから指示を受信するようにさら
に構成され、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項
１６に記載の装置。
【請求項２４】
　前記受信機は、前記アクセス端末から指示を受信するようにさらに構成され、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項
１６に記載の装置。
【請求項２５】
　指示を受信するように構成されたネットワークインタフェースをさらに備え、前記アク
セス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項１６に記載
の装置。
【請求項２６】
　前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可され
ていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信するように構成さ
れた送信機をさらに備える請求項１６に記載の装置。
【請求項２７】
　前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすることによって送信される
請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス端末が定
義された期間の間にサービスを入手することを許可することを備える請求項１６に記載の
装置。
【請求項２９】
　前記アクセスポイントは、フェムトセルを備える請求項１６に記載の装置。
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【請求項３０】
　アクセスポイントのためのアクセス制御動作をディスエーブルにするための手段であっ
て、前記アクセス制御動作は、どのアクセス端末が、前記アクセスポイントを通じてサー
ビスにアクセスすることを許可または制限されるかを制御する手段と、
　前記アクセス制御動作がディスエーブルにされているときにメッセージを受信するため
の手段であって、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録するこ
とを試行中であることを示す手段と、
　前記アクセス制御動作がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した
結果として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを
許可するための手段であって、前記アクセス端末がサービスを入手することを許可するこ
とは、前記アクセスポイントのためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を
追加することを備える手段と、を備える、通信のための装置。
【請求項３１】
　前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リストを維持するための手段をさらに
備える請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセス制
御リストを維持するための手段をさらに備える請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　ユーザ入力手段をさらに備え、
　アクセス制御をディスエーブルにするための前記手段は、前記ユーザ入力手段から指示
を受信するように構成され、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項
３０に記載の装置。
【請求項３４】
　前記アクセス端末から指示を受信するための手段をさらに備え、前記アクセス制御は、
前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項３０に記載の装置。
【請求項３５】
　指示を受信するためのネットワークインタフェース手段をさらに備え、前記アクセス制
御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされる請求項３０に記載の装置
。
【請求項３６】
　前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可され
ていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信するための手段を
さらに備え、前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすることによって
送信される請求項３０に記載の装置。
【請求項３７】
　アクセスポイントのためのアクセス制御動作をディスエーブルにすることであって、前
記アクセス制御動作は、どのアクセス端末が、前記アクセスポイントを通じてサービスに
アクセスすることを許可または制限されるかを制御することと、
　前記アクセス制御動作がディスエーブルにされているときにメッセージを受信すること
であって、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録することを試
行中であることを示すことと、
　前記アクセス制御動作がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した
結果として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを
許可することであって、前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、
前記アクセスポイントのためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加す
ることを備えることと、をコンピュータに行わせるためのコードを備える、コンピュータ
プログラム。
【請求項３８】
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　前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リストを維持することを前記コンピュ
ータに行わせるためのコードをさらに備える請求項３７に記載のコンピュータプログラム
。
【請求項３９】
　前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセス制
御リストを維持することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備える請求
項３７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４０】
　ユーザ入力デバイスから指示を受信することを前記コンピュータに行わせるためのコー
ドをさらに備え、前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブル
にされる請求項３７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４１】
　前記アクセス端末から指示を受信することを前記コンピュータに行わせるためのコード
をさらに備え、前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルに
される請求項３７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４２】
　ネットワークインタフェースを介して指示を受信することを前記コンピュータに行わせ
るためのコードをさらに備え、前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてデ
ィスエーブルにされる請求項３７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４３】
　前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可され
ていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信することを前記コ
ンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、前記確認メッセージは、前記アクセス
端末への呼をトリガすることによって送信される請求項３７に記載のコンピュータプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本出願は、Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．０９３５１１Ｐ１が割り当てられ
、ここにおける引用によってその開示がここに組み入れられている、所有者共通米国仮特
許出願第６１／２４３，７５８号（出願日：２００９年9月１８日）の利益及びに対する
優先権を主張するものである。
【０００２】
　本出願は、概して、無線通信に関するものである。本出願は、より具体的には、ただし
非排他的に、アクセスポイントのためのアクセス制御に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　画定された地理上のエリア内のユーザに対して様々なタイプのサービス（例えば、音声
、データ、マルチメディアサービス、等）を提供することを目的としてその地理上のエリ
アに無線通信ネットワークを配備することができる。典型的な実装においては、ネットワ
ークによってサービスが提供される地理上のエリア内で動作しているアクセス端末（例え
ば、携帯電話）のための無線接続性を提供するためにそのネットワーク全体にわたって（
例えば、異なるセルに対応する）アクセスポイントが分散される。
【０００４】
　高速なマルチメディアデータサービスの要求が急増するのに応じて、向上された性能を
有する効率的でロバスト（ｒｏｂｕｓｔ）な通信システムを実装するという難題が存在す
る。従来のネットワークアクセスポイント（例えば、マクロアクセスポイント）を補助す
ることを目的として、アクセス端末のためによりロバストな屋内での無線カバレッジ又は
その他のカバレッジを提供するために小さいカバレッジのアクセスポイントを配備する（
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例えば、ユーザの自宅に設置する）ことができる。該小さいカバレッジのアクセスポイン
トは、例えば、フェムトアクセスポイント、フェムトセル、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅ
ＮｏｄｅＢ、又はアクセスポイント基地局と呼ばれることがある。便宜上、後続する説明
では、小さいカバレッジのアクセスポイントは、フェムトセル又はフェムトアクセスポイ
ントと呼ぶことができる。
【０００５】
　典型的には、フェムトセルは、ＤＳＬルータ又はケーブルモデムを介してインターネッ
ト及びモバイルオペレータのネットワークに接続される。従って、フェムトセルは、フェ
ムトセルの所有者によって供給されるインターネット接続及び電気を使用する。さらに、
フェムトセルが所有者のプライベートネットワーク（例えば、ローカルエリアネットワー
ク）に接続される場合は、フェムトセルは、アクセス端末がそのプライベートネットワー
クにアクセスすることを可能にすることができる。上記に鑑みて、フェムトセル所有者は
、いずれのユーザ（例えば、いずれのアクセス端末）がフェムトセルを通じてサービスに
アクセスすることを許可されるかを制限することを希望することができる。
【０００６】
　幾つかの実装においては、フェムトセルへのアクセスは、アクセス制御リストによって
制御される。例えば、フェムトセルは、フェムトセルのためのアクセス制御リストに記載
されるアクセス端末のみがフェムトセルを通じてサービスにアクセスすることを許可する
ように構成することができる。
【０００７】
　アクセス制御リストにアクセス端末を追加するための現在の技法は、実装するのが多少
複雑であり及び／又はフェムトセル所有者が実行するのが面倒である傾向がある。例えば
、フェムトセル所有者が、加入者（例えば、加入者によって所有されるアクセス端末）が
フェムトセルにアクセスすることを許可することを希望するときには、フェムトセル所有
者は、ネットワークオペレータに加入者の電話番号（例えば、モバイルディレクトリ番号
（ＭＤＮ）又はモバイル加入者ＩＳＤＮ（ＭＳＩＳＤＮ）番号）を提供することができる
。この番号は、例えば、オペレータによって提供されたインタフェース（例えば、ウェブ
インタフェース、タッチトーンダイアル式インタフェース、又はカスタマサービスインタ
フェース）を介して、提供することができる。オペレータは、ネットワークがアクセス端
末を認証するために用いる識別子に電話番号をマッピングする。該識別子は、例えば、ネ
ットワーク技術に依存して、国際移動電話加入者識別子（ＩＭＳＩ）、移動局識別子（Ｍ
ＳＩＤ）、又はネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）の形態をとることができる。対応
する識別子が決定された時点で、ネットワークは、フェムトセルのためにアクセス制御リ
ストを更新し、フェムトセルのためのアクセス制御実施ポイント（ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎ
ｔ　ｐｏｉｎｔ）に更新されたアクセス制御リストをプッシュ（ｐｕｓｈ）する。このよ
うに、この技法は、ネットワーク側における相対的に複雑なデータベース検索を含み、幾
つかのステップがフェムトセル所有者によって実行されることを要求する。さらに、ネッ
トワークが実施ポイントに更新されたアクセス制御リストをプッシュするときにある程度
の遅延を被ることがあるため、更新されたアクセス制御リストは直ちには有効にならない
ことがある。従って、アクセス端末がフェムトセル、等のアクセスポイントからサービス
を入手することを可能にするためのより効率的な技法の必要性が存在する。
【発明の概要】
【０００８】
　本開示の幾つかの見本の態様の概要が後続する。この概要は、読者の便宜のために提供
され、本開示の適用範囲全体を定義するものではない。便宜上、用語幾つかの態様は、本
開示の単一の態様又は複数の態様を意味するためにここにおいて用いることができる。
【０００９】
　本開示は、幾つかの態様においては、アクセス端末がアクセスポイントを通じてサービ
スを入手することを可能にするための技術に関するものである。該技法の使用を通じて、
アクセスポイントのユーザは、アクセス端末がアクセスポイントを通じてサービスを入手
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することを可能にすることができる。例えば、フェムトセルの所有者は、フェムトセルの
ためのアクセス制御リストに関してプロビジョニング（ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ）（リソース
の準備・提供）するためにこれらの技法を用いることができる。
【００１０】
　幾つかの態様においては、ユーザは、権限が付与されていないアクセス端末がアクセス
ポイントに接続することを許可するモードにアクセスポイントを一時的に入れる。例えば
、アクセスポイントにおけるアクセス制御を一時的にディスエーブルにすることができ、
このため、アクセス制御がディスエーブルにされている間にそのアクセスポイントに登録
しているあらゆるアクセスポイントがそのアクセスポイントを通じてサービスを入手する
ことがその後に許可される。幾つかの実装においては、アクセス制御は、定義された期間
の間アクセスポイントにおいてディスエーブルにされる。この期間中に、ユーザは、アク
セス端末がアクセスポイントに登録メッセージを送信するように強制する。アクセス制御
がディスエーブルにされているときにアクセス端末から登録メッセージを受信した時点で
、アクセスポイントのための実施ポイントは、（例えば、ローカルアクセス制御リストに
そのアクセス端末を追加することによって）そのアクセス端末がアクセスポイントを通じ
てサービスを入手することを許可する。従って、ユーザは、指定されたアクセス端末がア
クセスポイントを通じてサービスを入手することを可能にするためにこの手順を用いるこ
とができる。
【００１１】
　幾つかの態様においては、共有される秘密がアクセス端末に提供され、それにより、ア
クセスポイントに共有された秘密を提示した時点で、アクセス端末は、アクセスポイント
を通じてサービスを入手することが許可される。例えば、定義されたダイヤルコードをア
クセスポイント又はアクセスポイントのための実施ポイントにおいて維持することができ
及び選択されたアクセス端末に提供することもできる。ここでは、アクセスポイントにお
ける呼の受信時点で、その呼は、アクセスポイントを通じてサービスを入手することが現
在は許可されていないアクセス端末からの定義されたダイヤルコードを使用しており、ア
クセスポイントのための実施ポイントは、アクセス端末がアクセスポイントを通じてサー
ビスを入手することを許可する。他の例として、定義された指示（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
）がアクセスポイント又はアクセスポイントのための実施ポイントにおいて維持され、さ
らに、選択されたアクセス端末に提供される。この場合は、アクセスポイントにおけるメ
ッセージの受信時点で、そのメッセージは、アクセス端末からの定義された指示を含み、
アクセスポイントのための実施ポイントは、アクセスポイントのためのアクセス制御リス
トにアクセス端末の識別子を追加する。これで、アクセス端末は、アクセスポイントを通
じてサービスを入手することが許可される。
【００１２】
　幾つかの態様においては、アクセスポイントは、アクセスポイントのアクセス制御リス
トにアクセス端末識別子を追加するようにそれのアクセスポイントゲートウェイに要求す
る。例えば、定義されたダイヤルコード（又は指示）をアクセスポイントにおいて維持す
ることができ及び選択されたアクセス端末に提供することもできる。アクセス端末からの
定義されたダイヤルコードを用いる呼の受信時点で（又は定義された指示を含むメッセー
ジの受信時点で）、アクセスポイントは、それのアクセスポイントゲートウェイにメッセ
ージを送信する。ここでは、アクセスポイントによって送信されたメッセージは、アクセ
ス端末の識別子がアクセスポイントのアクセス制御リストに追加されるべきであることを
示す。このメッセージの受信時点で、アクセスポイントゲートウェイは、アクセス制御リ
ストにアクセス端末識別子を追加する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本開示のこれらの及びその他の見本の態様が、後続する詳細な発明を実施するための形
態及び添付された請求項において、及び添付図において、説明される。
【図１】ここにおいて教示されるようにアクセス制御を提供するために好適化された見本
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の通信システムの幾つかの態様を例示する簡略化されたブロック図である。
【図２】ここにおいて教示されるようにアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービ
スを入手することを可能にするためにアクセス制御を一時的にディスエーブルにすること
と関係させて実行することができる動作の幾つかの見本の態様のフローチャートである。
【図３】ここにおいて教示されるようにアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービ
スを入手することを可能にするために定義されたダイヤルコードを用いることと関係させ
て実行することができる動作の幾つかの見本の態様のフローチャートである。
【図４】ここにおいて教示されるようにアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービ
スを入手することを可能にするために定義された指示を用いることと関係させて実行する
ことができる動作の幾つかの見本の態様のフローチャートである。
【図５】ここにおいて教示されるようにアクセスポイントがアクセス制御リストの更新を
要求するメッセージを送信することと関係させて実行することができる動作の幾つかの見
本の態様のフローチャートである。
【図６】通信ノードにおいて採用することができるコンポーネントの幾つかの見本の態様
の簡略化されたブロック図である。
【図７】無線通信システムの簡略化された図である。
【図８】フェムトノードを含む無線通信システムの簡略化された図である。
【図９】無線通信のためのカバレッジエリアを例示する簡略化された図である。
【図１０】通信コンポーネントの幾つかの見本の態様の簡略化されたブロック図である。
【図１１】ここにおいて教示されるようにアクセス制御を提供するように構成された装置
の幾つかの見本の態様の簡略化されたブロック図である。
【図１２】ここにおいて教示されるようにアクセス制御を提供するように構成された装置
の幾つかの見本の態様の簡略化されたブロック図である。
【図１３】ここにおいて教示されるようにアクセス制御を提供するように構成された装置
の幾つかの見本の態様の簡略化されたブロック図である。
【図１４】ここにおいて教示されるようにアクセス制御を提供するように構成された装置
の幾つかの見本の態様の簡略化されたブロック図である。
【図１５】ここにおいて教示されるようにアクセス制御を提供するように構成された装置
の幾つかの見本の態様の簡略化されたブロック図である。
【図１６】ここにおいて教示されるようにアクセス制御を提供するように構成された装置
の幾つかの見本の態様の簡略化されたブロック図である。
【００１４】
　共通の慣例により、図面において例示される様々な特徴は、一定の縮尺で描くことがで
きない場合がある。従って、様々な特徴の寸法は、明確化を目的として意図的に拡大又は
縮小されることがある。さらに、図面の一部は、明確化を目的として簡略化されることが
ある。従って、図面は、所定の装置（例えば、デバイス）又は方法のすべての構成要素を
描くことはできない。最後に、本明細書及び図全体にわたり、同様の特徴を表すために同
様の参照数字を用いることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本開示の様々な態様が以下において説明される。ここにおける教示は非常に様々な形態
で具現化できること及びここにおいて開示される特定の構造、機能、又はその両方は単な
る代表例であるにすぎないことが明確なはずである。ここにおける教示に基づき、ここに
おいて開示される態様はいずれのその他の態様とも無関係に実装できること及びこれらの
態様のうちの２つ以上を様々な方法で組み合わせることができることを当業者は評価すべ
きである。例えば、ここにおいて詳述される態様のうちのあらゆる数を用いて装置を実装
することができ又は方法を実践することができる。さらに、ここにおいて詳述される態様
のうちの１つ以上に加えての又は１つ以上以外のその他の構造、機能、又は構造と機能を
用いて該装置を実装することができ又は該方法を実践することができる。さらに、態様は
、請求項の少なくとも１つの要素を備えることができる。
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【００１６】
　図１は、見本の通信システム１００の幾つかのノード（例えば、通信ネットワークの一
部分）を例示する。例示を目的として、本開示の様々な態様は、互いに通信する１つ以上
のアクセス端末、アクセスポイント、及びネットワークエンティティに関して説明される
。しかしながら、ここにおける教示は、その他の用語を用いて言及されるその他のタイプ
の装置又はその他の類似の装置に対して適用可能であることが評価されるべきである。例
えば、様々な実装において、アクセスポイントは、基地局、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、
フェムトセル、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、等と呼ばれること又は基地局、
ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、フェムトセル、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、等
として実装されることがあり、他方、アクセス端末は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局、等
と呼ばれること又はユーザ装置（ＵＥ）、移動局、等として実装されることがある。
【００１７】
　システム１００内のアクセスポイントは、システム１００のカバレッジエリア内に設置
することができる又はシステム１００のカバレッジエリア全体にわたってローミングする
ことができる１つ以上の無線端末（例えば、アクセス端末１０２）のための１つ以上のサ
ービス（例えば、ネットワークへの接続性）へのアクセスを提供する。例えば、様々な時
点において、アクセス端末１０２は、システム１００内のアクセスポイント１０４又は何
らかのアクセスポイント（示されていない）に接続することができる。これらのアクセス
ポイントの各々は、ワイドエリアネットワークへの接続性を容易にするするために（便宜
上、ネットワークエンティティ１０６によって代表される）１つ以上のネットワークエン
ティティと通信することができる。
【００１８】
　これらのネットワークエンティティは、様々な形態、例えば、１つ以上の無線及び／又
はコアネットワークエンティティ、であることができる。従って、様々な実装において、
ネットワークエンティティは、機能、例えば、（例えば、動作、運営、管理、及びプロビ
ジョュニンエンティティを介しての）ネットワーク管理、呼制御、セッション管理、移動
性管理、ゲートウェイ機能、インターワーキング機能、又は何らかのその他の適切なネッ
トワーク機能、のうちの少なくとも１つ、を代表することができる。さらに、これらのネ
ットワークエンティティのうちの2つ以上を共配置することができ及び／又はこれらのネ
ットワークエンティティのうちの２つ以上をネットワーク全体に分散させることができる
。
【００１９】
　幾つかの実装においては、幾つかのタイプのアクセスポイント（例えば、フェムトセル
／ホームＮｏｄｅＢ）は、アクセスポイントゲートウェイ（例えば、ホームＮｏｄｅＢゲ
ートウェイ）を介してコアネットワークエンティティと通信することができる。図１にお
いては、該ゲートウェイは、任意選択のアクセスポイントゲートウェイ１２４によって代
表される。
【００２０】
　ここにおける教示により、アクセスポイント１０４（例えば、フェムトセル）のユーザ
（例えば、所有者）は、一定のアクセス端末がアクセスポイント１０４を通じてサービス
にアクセスすることを可能にすることができる。例えば、アクセス端末１０２が指定され
た方法で及び／又は指定された条件でアクセスポイント１０４にアクセスした場合はアク
セスを一時的に可能にすることができる。これらのアクセス制御動作は、アクセスポイン
ト１０４と関連付けられた実施ポイント１２６によって行うことができる。ここにおいて
説明されるように、該実施ポイントは、アクセスポイント又はその他の場所において実装
することができる（例えば、アクセスポイントゲートウェイ１２４において実装された代
替の実施ポイント１２６’）。
【００２１】
　幾つかの実装においては、アクセスポイント１０４において一時的アクセス制御モード
が呼び出され、それにより、そのモードが呼び出されている間にアクセスポイント１０４
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と通信する（又はアクセスポイント１０４に登録する）いずれのアクセス端末も、アクセ
スポイント１０４を介して指定されたサービス（又はサービス（複数））にアクセスする
ことが許可される。具体例として、アクセスポイント１０４のユーザは、アクセスポイン
ト１０４に関するアクセス制御を一時的にディスエーブルにするためにユーザ入力デバイ
ス１０８を作動させることができ（それにより、アクセスポイント１０４のための実施ポ
イントに該当する指示が提供される）。このアクセス制御がディスエーブルにされている
間に、アクセスポイント１０４にアクセスする（例えば、登録する）ことが現在許可され
ていないアクセス端末は、実施ポイントによってそうすることが一時的に許可される。こ
れで、ユーザは、アクセス制御がディスエーブルにされているときにアクセスポイント１
０４にアクセスする（又は登録する）ことを該アクセス端末に行わせることができる。例
えば、ユーザは、アクセスポイント１０４への登録手順を開始することをアクセス端末１
０２（例えば、メッセージ及び／又は呼プロセッサ１１２）に行わせるためにアクセス端
末１０２の電源を切って再度電源を入れる（ｐｏｗｅｒ－ｃｙｃｌｅ）又はアクセス端末
１０２のユーザ入力デバイス１１０を作動させることができる。（アクセス制御がディス
エーブルにされている間に）このアクセスに応答して、アクセスポイント１０４のための
実施ポイント（例えば、アクセスコントローラ１１４又は１１４’）は、アクセス端末１
０２がアクセスポイント１０４を通じてサービスを入手することを許可する。
【００２２】
　その他の実装においては、アクセス端末は、アクセス端末がアクセスポイント１０４に
“秘密の”パラメータを提示した場合にアクセスポイント１０４を通じてサービスにアク
セスすることが許可される。ここでは、定義されたパラメータ１１６又は１１６’（例え
ば、ダイヤルコード又は何らかのその他の定義されたパラメータ）がアクセスポイント１
０４又はアクセスポイントゲートウェイ１２４において維持される。例えば、ユーザは、
アクセスポイント１０４（又はアクセスポイントゲートウェイ１２４）にパラメータを格
納するためにユーザ入力デバイス１０８を用いることができ、又は、アクセスポイント１
０４（又はアクセスポイントゲートウェイ１２４）は、内部でパラメータを生成してユー
ザにそれを提示することができる。次に、このパラメータの値がユーザによって指定され
た１つ以上のアクセス端末に提供される。定義されたパラメータ１１８のコピーをアクセ
スポイント１０２において維持することができる。これで、アクセス端末１０２がアクセ
スポイント１０４を介してサービスにアクセスすることを後続して希望するときには、ア
クセス端末１０２（例えば、メッセージ及び／又は呼プロセッサ１１２）は、アクセスポ
イント１０４にパラメータ１１８を提示する。例えば、アクセス端末１０２は、定義され
たコールコード（ｃａｌｌ　ｃｏｄｅ）を用いてアクセスポイント１０４に対して呼を行
うことができる。代替として、アクセス端末１０２は、アクセスポイント１０４に定義さ
れたパラメータを含むメッセージを送信することができる。アクセス端末１０２が正確な
パラメータを提供したことを（例えば、アクセスポイント１０４又はアクセスポイントゲ
ートウェイ１２４において）決定した時点で、アクセスポイント１０４のための実施ポイ
ント（例えば、アクセスコントローラ１１４又は１１４’）は、アクセス端末１０２がア
クセスポイント１０４を通じてサービスを入手することを許可する。
【００２３】
　アクセスは、様々な方法で許可することができる。典型的な場合において、アクセスポ
イント１０４のための実施ポイントは、アクセスポイント１０４のためのアクセス制御リ
スト１２０又は１２０’にアクセスが可能にされているアクセス端末の識別子を追加する
。この場合は、いずれかのアクセス端末がアクセスポイント１０４を介してアクセスを入
手することを試行するときに、アクセスコントローラ１１４又は１１４’は、アクセス端
末がアクセス制御リスト１２０又は１２０’に記載されているかどうかを確認する。それ
が記載されている場合は、アクセスが許可される。記載されていない場合は、アクセスが
拒否される。
【００２４】
　アクセスポイント１０４を介して様々なタイプのサービスにアクセスすることができる
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。例えば、アクセスポイント１０４のための実施ポイントは、アクセス端末１０２がネッ
トワークへの接続性を取得する（例えば、呼を行う及び受信する及び／又はインターネッ
トにアクセスするために無線オペレータのネットワークに接続する）ことを許可すること
ができる。他の例として、アクセスポイント１０４のための実施ポイントは、アクセス端
末１０２が、アクセスポイント１０４が接続されているローカルネットワーク１２２にア
クセスする（例えば、家庭又はオフィス内のローカルエリアネットワークにアクセスする
）ことを許可することができる。
【００２５】
　今度は、ここにおける教示によりアクセス制御を提供するために採用することができる
見本の動作が図２乃至５のフローチャートと関係させてより詳細に説明される。便宜上、
図２乃至５の動作（又はここにおいて説明又は教示されるその他の動作）は、特定のコン
ポーネント（例えば、図１及び６のコンポーネント）によって実行されるとして説明する
ことができる。しかしながら、これらの動作は、その他のタイプのコンポーネントによっ
て実行可能であること及び異なる数のコンポーネントを用いて実行可能であることが評価
されるべきである。さらに、ここにおいて説明される動作のうちの１つ以上は、一定の実
装においては採用できないことが評価されるべきである。
【００２６】
　図２は、アクセスポイントのための実施ポイントがアクセス制御を一時的にディスエー
ブルにし、それにより、アクセス制御がディスエーブルにされているときにアクセスポイ
ントに登録するアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービスを入手することをその
後は許可される実装において実行することができる見本の動作を説明する。以下において
説明されるように、このアクセス制御手順は、様々な方法で実装することができる。１つ
の典型的なシナリオにおいては、フェムトセルのユーザは、ある期間の間フェムトセルに
おいてアクセス制御をディスエーブルにする。次に、ユーザは、この期間中にフェムトセ
ルを見つけ出してフェムトセルに登録することをアクセス端末に行わせる。この登録の結
果として、フェムトセルのための実施ポイントは、フェムトセルのためのアクセス制御リ
ストにアクセス端末を追加する。アクセス端末は、フェムトセルを通じてサービスにアク
セスすることがそれによって許可される。
【００２７】
　今度は図２の動作を参照し、ネットワークオペレータは、概して、ネットワークにおい
てアクセス制御がどのように実装されるかに対する何らかのレベルの制御を維持する。例
えば、アクセス制御の幾つかの態様がネットワーク内のアクセスポイントで実行される場
合に関しても、オペレータは、アクセスポイントのための実施ポイントがこのアクセス制
御をどのように実行するかを制御することができる。従って、ブロック２０２によって表
されるように、ネットワークエンティティ（例えば、フェムト管理サーバ）は、１つ以上
のアクセス制御関連パラメータを用いてアクセスポイントのための実施ポイントを設定す
ることができる。
【００２８】
　一例として、オペレータは、アクセスポイント（例えば、フェムトセル）のための実施
ポイントが最大の期間の間一時的なアクセスを許可するように指定することができる。従
って、該場合は、ネットワークエンティティは、（例えば、設定手順中に又はあるその他
の時点に）アクセスポイントのための実施ポイントに定義された期間の指示を送信するこ
とができる。ここでは、定義された期間は、アクセス端末がアクセスポイントを通じて一
時的サービスを入手することが許可される最大期間を示すことができる。
【００２９】
　他の例として、オペレータは、アクセスポイント（例えば、フェムトセル）が最大数の
ユーザ（又はアクセス端末）のために一時的アクセスを許可することを指定することがで
きる。従って、該場合は、ネットワークエンティティは、アクセスポイントのための実施
ポイントに一時的ユーザの最大数の指示を送信することができる。
【００３０】
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　ブロック２０４によって表されるように、通常の動作中に、アクセスポイントのための
実施ポイントは、一定のアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービスを入手するこ
とを選択的に許可するためにアクセス制御を使用する。例えば、ネットワーク内の各アク
セスポイントのためにアクセス制御リストを定義することができ、それにより、与えられ
たアクセスポイントのためのアクセス制御リストは、いずれのアクセス端末がアクセスポ
イントを通じてサービス（例えば、ネットワークサービス及び／又はローカルサービス）
を入手することを現在許可されているかを指定する。ここでは、そのリストは、ネットワ
ーク内の各々の許可されたアクセス端末を一意で識別するそのアクセス端末に関する識別
子（例えば、ＩＭＳＩ、ＭＳＩＤ、又はＮＡＤ）を含むことができる。
【００３１】
　アクセス制御リストは、異なる実装において異なる方法で管理することができる。典型
的には、ある与えられたアクセスポイントのためのアクセス制御リストがアクセスポイン
トのための実施ポイントにおいて維持される。実施ポイント（そして、従って、アクセス
制御リスト）は、様々な場所に配置することができ、例えば、アクセスポイント、フェム
ト管理サーバ等のネットワークエンティティ、フェムトセルゲートウェイ、ホームＮｏｄ
ｅＢゲートウェイ、移動性管理エンティティ、又は何らかのその他のエンティティを含む
。
【００３２】
　幾つかの実装においては、ある与えられたアクセスポイントのためのアクセス制御リス
トは、アクセスポイントのための実施ポイント（例えば、ローカル実施ポイント）におい
て及びネットワーク内の他のエンティティ（例えば、ネットワーク実施ポイント）におい
て維持することができる。例えば、アクセスポイントのための実施ポイントは、ネットワ
ークアクセスのために第１のレベルのアクセス制御を提供することができ、他方、ネット
ワークエンティティは、ネットワークアクセスのために究極的なアクセス制御を提供する
ことができる。この方法により、アクセス制御の実施の一部を、ネットワークからアクセ
スポイントのための実施ポイントに委ねることができる。さらに、該方式では、アクセス
ポイントのための実施ポイントは、アクセスポイントに接続されたローカルネットワーク
（例えば、ユーザの自宅又はオフィス内のローカルエリアネットワーク）のための究極的
なアクセス制御を提供することができる。
【００３３】
　該方式の使用は、小さいカバレッジのアクセスポイント、例えば、フェムトセル、にと
って特に有利であることができる。ここでは、フェムトセルのユーザは、（例えば、ユー
ザのインターネットへの接続性の使用を制限するために）一定の指定されたアクセス端末
がフェムトセルを通じてサービスにアクセスすることを許可することのみを希望すること
ができる。この場合は、フェムトセルのための実施ポイントは、ローカルアクセス制御リ
ストに記載されているアクセス端末以外のあらゆるそれらを拒否するローカル実施ポイン
トを提供することができる。この方法により、ネットワークは、これらの拒否されたアク
セス端末に関するアクセス制御を処理する負担を免れる。システム内には非常に多数の（
例えば、数百又は数千もの）フェムトセルが存在する可能性があるため、この結果、ネッ
トワークにとってのアクセス制御処理負担の有意な軽減になることができる。
【００３４】
　ある時点において、アクセスポイントのユーザは、特定のアクセス端末がアクセスポイ
ントを通じてサービスを入手することを許可することを決定することができる。例えば、
ユーザは、１人以上の訪問者がアクセスポイントを介してオペレータのネットワーク又は
ユーザのローカルネットワークへのアクセスを入手することを一時的に許可することを希
望することができる。
【００３５】
　ここにおける教示により、ユーザは、アクセスポイントを通じてサービスを入手するこ
とが現在許可されていないアクセス端末（例えば、アクセスポイントのためのアクセス制
御リストに現在記載されていないアクセス端末）によるアクセスを可能にするためにアク
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セスポイントのための実施ポイントにおいて一時的アクセス制御モードを開始することが
できる。この一時的アクセス制御モードは、様々な方法で開始させることができる。
【００３６】
　幾つかの実装においては、ユーザは、一時的アクセス制御モードを開始させる指示を提
供するためにアクセスポイント（又は実施ポイントが実装されている場合は何らかのその
他エンティティ）のユーザ入力デバイスを起動させる。例えば、ユーザは、指示を提供す
るために、アクセスポイント上のスイッチを押す、アクセスポイント上のキーパッドを使
用する、アクセスポイント上のタッチ画面を使用する、等であることができる。
【００３７】
　幾つかの実装においては、一時的アクセス制御モードを開始させる指示を送信するため
にアクセス端末（例えば、アクセス制御リストに既に存在するアクセス端末）が用いられ
る。例えば、ユーザは、指示が送信されるようにするためにアクセス端末のユーザ入力デ
バイスを用いることができる。該指示は、例えば、ユーザがこの目的のためにダイヤルす
る定義されたコールコード（例えば、＊１２３）又はアクセス端末が（例えば、ユーザが
アクセス端末上で対応するアプリケーションを呼び出すことに応答して）アクセスポイン
トのための実施ポイントにメッセージを介して送信するその他の定義されたパラメータを
備えることができる。
【００３８】
　幾つか実装においては、ユーザは、一時的アクセス制御モードを開始させる指示を送信
するためにアクセスポイントのための実施ポイントへのネットワーク接続を用いる。例え
ば、ユーザは、アクセスポイントのための実施ポイントにネットワーク（例えば、インタ
ーネット又はローカルエリアネットワーク）を介して指示を送信させるためにウェブペー
ジにアクセスするか又はコンピュータ上で実行中のアプリケーションを用いることができ
る。
【００３９】
　従って、ブロック２０６によって表されるように、ある時点において、アクセスポイン
トは、一時的アクセス制御モードを開始させてそれによって現在権限が付与されていない
アクセス端末によるアクセスを可能にすることの指示を受信する。上述されるように、こ
の指示は、様々な方法で（例えば、アクセスポイントのユーザ入力デバイスを介して、ア
クセス端末から、アクセスポイントのネットワークインタフェースを介して）受信するこ
とができる。このようにして、対応する指示が実施ポイントに提供される。例えば、実施
ポイントがアクセスポイントゲートウェイに存在する場合は、アクセスポイントは、（例
えば、ホームＮｏｄｅＢゲートウェイの場合はＩｕ－Ｈインタフェースを介して送信され
たメッセージにおいて）アクセスポイントゲートウェイに対応する指示を送信する。
【００４０】
　一時的アクセス制御モードは、様々な方法で実装することができる。幾つかの実装にお
いては、一時的アクセス制御モードは、定義された期間の間起動される。例えば、一時的
アクセス制御モードは、ユーザがアクセスポイント上の起動ボタンを押してから２分間起
動させることができる。幾つかの実装においては、一時的アクセス制御モードは、指定さ
れたイベントの発生時点で停止される。例えば、一時的アクセス制御モードは、アクセス
端末からの登録メッセージの受信時点で又は一時的アクセス制御モードを終了させるよう
に示す指示を（例えば、ユーザ入力デバイスを介して）ユーザから受信した時点で停止さ
せることができる。幾つかの実装においては、アクセスポイントは、一時的アクセス制御
モードが起動されることをユーザに知らせる指示を提供することができる。例えば、アク
セスポイントは、視覚による指示（例えば、照明が点灯される）、可聴音による指示、又
は何らかのその他の適切な指示を提供することができる。
【００４１】
　通常の動作状態では（例えば、ブロック２０４のアクセス制御が使用されているときは
）、アクセスポイントにアクセスする（例えば、登録する）ことを試行する権限が付与さ
れていないアクセス端末は、拒否又は無視することができる。従って、該権限が付与され
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ていないアクセス端末によるアクセスを可能にするために、ブロック２０６において開始
された一時的アクセス制御モードは、アクセスポイントのための通常のアクセス制御を一
時的にディスエーブルにすることを含む。
【００４２】
　従って、ブロック２０８によって表されるように、アクセスポイントのための実施ポイ
ントは、ブロック２０６の指示を受信した結果としてアクセス制御をディスエーブルにす
る。例えば、これは、アクセスポイントのためのアクセス制御リストに記載されていない
アクセス端末のためにアクセスを一時的に可能にすることを含むことができる。さらに、
上記のように一時的アクセス制御モードが定義された期間の間呼び出される実装において
は、アクセス制御は、定義された期間の間停止される。
【００４３】
　ブロック２１０によって表されるように、アクセスポイントは、一時的アクセス制御モ
ードが起動されているときに（例えば、通常のアクセス制御がディスエーブルにされてい
るときに）アクセス端末からメッセージ（例えば、登録メッセージ）を受信することがで
きる。例えば、ユーザ（又はその他の者）は、一時的アクセス制御モードが起動されてい
るときにアクセスポイントを見つけ出すこと及びアクセスポイントへの登録を行うことを
アクセス端末（又は複数のアクセス端末）に行わせることができる。従って、アクセスポ
イントは、アクセス端末がアクセスポイントに登録するのを試行中であることを示すメッ
セージを受信する。アクセスポイントによって受信されたメッセージは、アクセスポイン
トがアクセス制御のために後続して使用するアクセス端末識別子（例えば、ＩＭＳＩ、Ｍ
ＳＩＤ、又はＮＡＩ）を含むことができる。従って、対応する指示が実施ポイントに提供
される。例えば、実施ポイントがアクセスポイントに存在する場合は、登録メッセージ（
又はその他の適切なメッセージ）の受信は、アクセス端末がアクセスポイントに登録する
のを試行中であることの指示を提供する。実施ポイントがアクセスポイントゲートウェイ
に存在する場合は、アクセスポイントは、（例えば、登録メッセージを転送するか又は何
らかのその他のメッセージを送信することによって）アクセスポイントゲートウェイにメ
ッセージを送信し、そのメッセージは、アクセス端末がアクセスポイントに登録するのを
試行中であることを示す。
【００４４】
　アクセスポイントと通信する（例えば、アクセスポイントに登録する）ことをアクセス
端末に行わせるために様々な技法を採用することができる。例えば、ユーザは、アクセス
端末をパワーサイクルする(すなわち、電源を切り、次に電源を入れる)ことができる。他
の例として、ユーザは、この手順を開始させるアプリケーションを呼び出すためにアクセ
ス端末のキーパッド又はタッチ画面を用いることができる。さらに他の例として、ユーザ
は、この手順を開始させるためにアクセス端末の何らかのその他のタイプのユーザ入力デ
バイス（例えば、物理的スイッチ）を起動させることができる。
【００４５】
　ブロック２１２によって表されるように、アクセスポイントのための実施ポイントは、
ブロック２１０のメッセージを受信した結果としてアクセス端末がアクセスポイントを通
じてサービスを入手することを許可する。例えば、登録メッセージにおいてアクセス端末
の識別子（例えば、ＩＭＳＩ）を受信した時点で、アクセスポイントのための実施ポイン
トは、ローカルアクセス制御を実施することなしに（例えば、アクセス端末がアクセス制
御リストに記載されているかどうかを確認することなしに）無線オペレータネットワーク
にこの情報を単に送信することができる。このアクセス端末が無線オペレータネットワー
クにおいて許可されている（例えば、認証及び登録が成功裏に完了された）と仮定した場
合は、ネットワークは、該当するメッセージ（例えば、セッション開始プロトコル（ＳＩ
Ｐ）メッセージ）を介してこれをアクセスポイントのための実施ポイントに連絡する。さ
らに、ネットワークは、アクセス端末識別子（例えば、ＩＭＳＩ）をアクセス端末の電話
番号（例えば、ＭＤＮ又はＭＳＩＳＤＮ）に変換し、（例えば、ＳＩＰメッセージを介し
て）アクセスポイントのための実施ポイントにこの情報を提供することができる。
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【００４６】
　アクセスポイント所有者及び／又はネットワークオペレータのアクセス制御方針（ｐｏ
ｌｉｃｙ）に依存して、アクセスポイントのための実施ポイントは、該当するアクセス制
御リスト格納ポイントにおいて（例えば、実施ポイントにおいて）アクセス制御リストを
更新することができる。例えば、アクセス端末には制限されたアクセスのみが与えられる
べきであることをアクセス制御方針が指定する場合は、アクセスポイントのための実施ポ
イントは、アクセス制御リストにアクセス端末を追加することができない。ここでは、制
限されたアクセスは、例えば、定義された期間だけアクセスを許可すること又はホームユ
ーザアクセス端末対訪問者ユーザアクセス端末に関して代替課金を適用することを含むこ
とができる（例えば、ホームユーザは、“自由な”無制限の呼を有することができ、他方
、訪問者は、その他の課金取り決めの対象とすることができる）。該場合においては、ア
クセスポイントは、アクセス端末が定義された期間の間アクセスが許可されるべきである
ことを示す何らかのその他のレコード（例えば、一時的レコード）を維持することができ
る。さらに、幾つかの実装においては、アクセスポイントのための実施ポイントは、ネッ
トワークにアクセス端末識別子を単に送信するだけであることができ、その時点で、ネッ
トワークは、アクセス制御リストにアクセス端末を追加すべきかどうか決定する。
【００４７】
　アクセス制御リストが更新されるべきであることをアクセス制御方針が指定する場合は
、アクセスポイントのための実施ポイントは、該当するアクセス端末識別子をリストに追
加することができる。例えば、アクセス端末のネットワーク識別子（例えば、ＩＭＳＩ、
ＭＳＩＤ、又はＮＡＩ）及び電話番号（ＭＤＮ又はＭＳＩＳＤＮ）をアクセス制御リスト
に追加することができる。さらに、アクセス制御リストの複数のバージョン（例えば、ネ
ットワークバージョン及びローカルバージョン）が存在する場合は、アクセスポイントの
ための実施ポイントは、１つのアクセス制御リスト（例えば、アクセスポイントにおいて
維持されるローカルコピー）しか更新することができない。従って、他方のアクセス制御
リスト（例えば、ネットワークのコピー）は、更新することができず又はネットワークの
行動のみによって更新することができる。
【００４８】
　上述されるように、幾つかの場合においては、アクセスは、（例えば、オペレータによ
る設定に従い）一時的にだけ許可される。該場合においては、アクセスポイントのための
実施ポイントは、サービスにアクセスすることをアクセス端末が定義された（最大の）期
間の間だけしか許可することができない。
【００４９】
　ブロック２１４によって表されるように、幾つかの実装においては、アクセスポイント
のための実施ポイントは、アクセス端末がアクセスポイントを通じてサービスを入手する
ことを現在は許可されていること（例えば、アクセス端末がアクセス制御リストに追加さ
れたこと）をアクセス端末に知らせるためにアクセス端末に確認メッセージを送信する。
例えば、アクセスポイントのための実施ポイントは、アクセス端末への呼を行うことをト
リガすることができ、その呼に応答した時点で、アクセス端末のユーザは、アクセスが許
可されていることが音声によるプロンプトによって知らされる。代替として、アクセスポ
イントのための実施ポイントは、特定のアクセス端末にアクセスが許可されていることを
示すテキストに基づくメッセージの送信をトリガするか又は何らかのその他の適切な指示
を提供することができる。この方法により、アクセスポイントのユーザは、（近隣のいず
れかのその他の権限が付与されていないアクセス端末ではなく）希望されるアクセス端末
に対してアクセスが許可されていることを確認することができる。
【００５０】
　上記のように、アクセスポイントのユーザは、アクセスポイントにおいて複数のアクセ
ス端末のためにプロビジョニングするために図２のアクセス制御方式を採用することがで
きる。例えば、ユーザは、一時的アクセス制御モードが起動されているときにアクセスポ
イントに登録することを複数のアクセス端末に行わせることができる。さらに、ユーザは
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、複数のアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービスを入手することを可能にする
ために一時的アクセス制御モードを複数回呼び出すことができる。
【００５１】
　図３は、アクセス端末がアクセスポイントを呼ぶために特定のコールコードを用いる場
合にアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービスにアクセスすることが許可される
実装において実行することができる見本の動作を示す。以下において説明されるように、
このアクセス制御手順は、様々な方法で実装することができる。典型的なシナリオにおい
ては、特定のコールコードは、フェムトセルのための実施ポイントに格納される。フェム
トセルの所有者は、このコールコードを１つ以上のアクセス端末ユーザと共有することが
できる。これらのユーザのうちの１つがフェムトセルを通じてサービスにアクセスするの
を希望する場合は、ユーザは、コールコードを用いてフェムトセルを呼ぶ。フェムトセル
におけるこのコールコードに基づく呼の受信時点で、フェムトセルのための実施ポイント
は、フェムトセルのためのアクセス制御リストに対応するアクセス端末を追加する。アク
セス端末は、フェムトセルを通じてサービスにアクセスすることがそれによって許可され
る。
【００５２】
　今度は図３の動作を参照し、アクセスポイントのための実施ポイントは、図２において
上述されるのと同様の方法で通常の動作中にアクセス制御を使用することができる。例え
ば、ブロック３０２によって表されるように、ネットワークエンティティは、ブロック２
０２において説明されるのと同様の方法でアクセスポイントのためのローカルアクセス制
御パラメータを設定することができる。例えば、ネットワークエンティティ（例えば、フ
ェムト管理サーバ）は、ローカルで管理される一時的ユーザ（例えば、アクセス端末）の
最大数及びこれらのローカルで管理される一時的ユーザのために許可される時間窓（例え
ば、最大アクセス時間）を指定することができる。さらに、ブロック３０４によって表さ
れるように、アクセスポイントのための実施ポイントは、ブロック２０４において説明さ
れるのと同様の方法で通常の動作中にアクセス制御を使用することができる。従って、ア
クセスポイントのための実施ポイントは、例えば、アクセスポイントのための実施ポイン
ト又はその他の場所において維持されるアクセス制御リストに基づいてアクセス制御を実
施することができる。
【００５３】
　ブロック３０６によって表されるように、この場合は、アクセスポイントのための実施
ポイントは、アクセス制御のために用いられる定義されたダイヤルコードを維持する。該
ダイヤルコードは、例えば、＊２３２３又は何らかのその他の適切なダイアリングの組み
合わせの形態をとることができる。概して、このダイヤルコードを用いてアクセスポイン
トにアクセスすることができるユーザを制限するために、アクセスポイントのユーザは、
このダイヤルコードを秘密にし、それを選択されたユーザのみと共有する。幾つかの場合
においては、アクセスポイントのための実施ポイントには複数のダイヤルコードを維持す
ることができる。例えば、異なるアクセス端末のために異なるダイヤルコードを割り当て
ることができる。さらに、異なるサービスへのアクセスを許可するために異なるダイヤル
コードを用いることができる。さらに、幾つかのダイヤルコードは一時的アクセスのため
に用いることができ（例えば、定義された期間だけアクセスが許可される）、他方、その
他のダイヤルコードは、永久的アクセスのために用いることができる。
【００５４】
　アクセスポイントのための実施ポイントは、定義されたダイヤルコードを維持するため
の（例えば、メモリデバイスを含む）記憶装置コンポーネントを含むことができる。定義
されたダイヤルコードを維持することと関係させて、アクセスポイントのための実施ポイ
ントは、様々な方法で定義されたダイヤルコードを取得することができる。
【００５５】
　幾つかの実装においては、アクセスポイントのための実施ポイントは、ユーザによって
作動されるユーザ入力デバイスを介してダイヤルコードを受信する。例えば、ユーザは、
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アクセスポイントのための実施ポイントにおいてダイヤルコードを格納するためにアクセ
スポイント上のキーパッド又はタッチ画面を用いることができる。
【００５６】
　幾つかの実装においては、アクセスポイントのための実施ポイントは、ローカルでダイ
ヤルコードを生成してそのダイヤルコードを出力する。例えば、アクセスポイントのため
の実施ポイントは、ダイヤルコードを無作為に生成してユーザ又は指定されたエンティテ
ィにそのダイヤルコードを出力することができる。典型的な場合において、アクセスポイ
ントは、（例えば、視覚による表示、可聴音による指示、メッセージ、等の形で）ユーザ
出力デバイスを介してダイヤルコードを出力する。幾つかの実装においては、アクセスポ
イント（又は実施ポイント）は、他のエンティティ（例えば、アクセス端末又はネットワ
ークエンティティ）にメッセージを介してダイヤルコードを出力する。例えば、ダイヤル
コードは、ユーザがアクセスポイントのための管理ページにアクセスしたときにそれを表
示することができるようにネットワークへの接続又は何らかのその他の接続を介して出力
することができる。
【００５７】
　幾つかの実装においては、アクセスポイントのための実施ポイント内にダイヤルコード
をプログラミングするために他のエンティティが用いられる。例えば、アクセスポイント
は、製造時にダイヤルコードを予め設定することができる。代替として、又はさらに加え
て、ダイヤルコードは、ある後の時点でアクセスポイント（又はアクセスポイントゲート
ウェイ）内にプログラミングすることができる。例えば、ネットワークエンティティ（例
えば、フェムト管理サーバ）は、（例えば、配備時又はある後の時点において）ネットワ
ークへの接続を介してアクセスポイントのための実施ポイントにダイヤルコードを送信す
ることができる。
【００５８】
　ある時点において、アクセスポイントのユーザは、特定のアクセス端末がアクセスポイ
ントを通じてサービスを入手することを許可することを決定することができる。例えば、
アクセス端末の所有者を訪問しているユーザは、アクセスポイントを通じて特定のサービ
ス（例えば、ネットワークへの接続性）を入手することが現在許可されていないアクセス
端末を有していることがある（例えば、アクセス端末がアクセスポイントのためのアクセ
ス制御リストに記載されていない）。しかしながら、アクセスポイントの所有者は、その
ユーザがアクセスポイントを通じてそのサービスを入手するのを一時的に許可することを
希望することができる。
【００５９】
　ブロック３０８によって表されるように、該アクセスを可能にするために、定義された
ダイヤルコードがアクセス端末に提供される。定義されたダイヤルコードは、様々な方法
でアクセス端末に提供することができる。典型的には、
ユーザは、ユーザ入力デバイスを介してアクセス端末内にダイヤルコードを単純に入力す
る。例えば、ユーザは、ダイヤルコードを入力してアクセスポイントへの呼を行うために
アクセス端末上のキーパッド又はタッチ画面を用いることができる。幾つかの場合におい
ては、ダイヤルコードは、アクセス端末がアクセスポイントを呼ぶように命令されたとき
にダイヤルコードをアクセス端末によって自動的に送信できるようにアクセス端末に格納
することができる。これらの場合は、ダイヤルコードは、ユーザによって入力すること、
又は、（例えば、メッセージを介して）アクセスポイント又は何らかのその他のエンティ
ティ（例えば、ネットワークエンティティ）からアクセス端末にアップロードすることが
できる。
【００６０】
　従って、ブロック３１０によって表されるように、アクセスポイントは、アクセス端末
から定義されたダイヤルコードに基づく呼を受信する。それにより、実施ポイントは、ア
クセスポイントが、アクセスポイントを通じてサービスを入手することが現在許可されて
いないアクセス端末から定義されたダイヤルコードに基づく呼を受信したことを決定する
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ことができる。例えば、実施ポイントがアクセスポイントに存在する場合は、この決定は
、呼の受信時点で行うことができる。他の例として、実施ポイントがアクセスポイントゲ
ートウェイに存在する場合は、アクセスポイントは、（例えば、呼を転送するか又は何ら
かのその他のメッセージを送信することによって）アクセスポイントゲートウェイに指示
を送信し、指示は、アクセスポイントが呼を受信していることを示す。
【００６１】
　該呼を可能にするために、アクセス端末は、アクセス端末からの呼がアクセスポイント
によって拒否又は無視されないようにアクセスポイントとの何らかの形の予備的な（例え
ば、制限された）関連付けが許可される。例えば、アクセス端末が呼を行う前に又は呼を
行っている間にアクセスポイントに登録することを可能にするためにプロビジョニングを
行うことができる。
【００６２】
　幾つかの実装においては、与えられたアクセスポイントのためのアクセス制御リストに
記載されていないアクセス端末に対して、そのアクセスポイントと制限されたシグナリン
グ（例えば、登録）を行うことをそれにもかかわらず許可することができる。例えば、ア
クセス端末に対して、（例えば、３ＧＰＰ２によって指定された）シグナリング関連付け
の使用を通じてアクセス端末に登録することを許可することができる。ここでは、アクセ
ス端末は、例えば、アクセスポイントを介してネットワークによってアクセス端末をペー
ジングすることができるようにアクセスポイントにおいて登録することが許可される。し
かしながら、該アクセス端末は、アクセス端末がアクセス制御リストに追加されるまでア
クセスポイントを介してネットワークを通じて呼を行うことは許可されない。むしろ、ア
クセスポイントのための実施ポイントは、オペレータのマクロネットワークに該呼をリダ
イレクション（ｒｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）する。
【００６３】
　幾つかの実装においては、アクセスポイントのための実施ポイントは、アクセス端末が
一定の条件下でアクセスポイントにおいて制限されたアクセスを有することを可能にする
動作モードをサポートすることができる。例えば、３ＧＰＰ　Ｒｅｌ．９においては、ハ
イブリッドアクセスモードで動作するホームＮｏｄｅＢは、例えば、十分なリソースが利
用可能である（例えば、リソースがホームＵＥによって使用中でない）場合に非ホームＵ
Ｅに対して制限されたアクセスを許可することができる。
【００６４】
　図３を再度参照し、ブロック３１２によって表されるように、アクセスポイントのため
の実施ポイントは、アクセスポイントがブロック３１０の呼を受信した結果としてアクセ
ス端末がアクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可する。例えば、アクセ
スポイント所有者及び／又はネットワークオペレータのアクセス制御方針に依存して、ア
クセスポイントのための実施ポイントは、上述されるのと同様の方法で該当するアクセス
制御リスト格納ポイントにおける（例えば、実施ポイントにおける）アクセス制御リスト
を更新することができる。例えば、アクセス制御方針が、アクセス端末に制限されたアク
セス（例えば、一時的アクセス又は代替の課金アクセス）のみが許可されるように指定す
る場合は、アクセスポイントのための実施ポイントは、アクセス制御リストにアクセス端
末を追加することができない。さらに、アクセスが一時的である場合は、アクセスポイン
トのための実施ポイントは、サービスへのアクセスを（例えば、オペレータによって指定
された）定義された期間の間だけしか許可することができない。
【００６５】
　アクセス制御リストが更新されるべきであることをアクセス制御方針が指定する場合は
、アクセスポイントのための実施ポイントは、アクセス制御リストにアクセス端末の識別
子（例えば、ＩＭＳＩ、ＭＳＩＤ、又はＮＡＩ）及び電話番号（ＭＤＮ又はＭＳＩＳＤＮ
）を追加することができる。ここにおいて説明されるように、アクセスポイントのための
実施ポイントは、アクセス端末から登録メッセージ又はその他の適切なメッセージを介し
て識別子を取得することができ、アクセスポイントのための実施ポイントは、オペレータ
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ネットワークから電話番号を取得することができる。
【００６６】
　上記のように、アクセスポイントのユーザは、アクセスポイントにおいて複数のアクセ
ス端末のためにプロビジョニングするために図３のアクセス制御方式を採用することがで
きる。例えば、１つ以上の定義されたダイヤルコードを幾つかのアクセス端末ユーザに提
供することができる。これで、各ユーザは、ユーザのアクセス端末がアクセスポイントを
通じてサービスにアクセスするのを可能にするためにアクセスポイントを呼ぶことができ
る。
【００６７】
　図４は、アクセス端末がアクセスポイントに特定のパラメータ（例えば、アクセスコー
ド）を含むメッセージを送信した場合にアクセス端末がアクセスポイントを通じてサービ
スにアクセスすることを許可される実装において行うことができる見本の動作を示す。以
下において説明されるように、このアクセス制御手順は、様々な方法で実装することがで
きる。典型的なシナリオにおいては、特定のパラメータは、フェムトセルのための実施ポ
イントにおいて格納すること及び１つ以上のアクセス端末に提供することもできる。該ア
クセス端末のユーザがフェムトセルを通じてサービスにアクセスことを希望するときには
、ユーザは、フェムトセルにパラメータを含むメッセージを送信することをアクセス端末
に行わせる。フェムトセルにおけるこのパラメータを含むメッセージの受信時点で、フェ
ムトセルのための実施ポイントは、フェムトセルのためのアクセス制御リストにアクセス
端末を追加する。アクセス端末は、フェムトセルを通じてサービスにアクセスすることが
それによって許可される。
【００６８】
　今度は図４の動作を参照し、アクセスポイントのための実施ポイントは、図２において
上述されるのと同様の方法で通常の動作中にアクセス制御を使用することができる。例え
ば、ブロック４０２によって表されるように、ネットワークエンティティは、ブロック２
０２において説明されるようにアクセスポイントのためのローカルアクセス制御パラメー
タを設定することができる。例えば、ネットワークエンティティ（例えば、フェムト管理
サーバ）は、ローカルで管理される一時的ユーザ（例えば、アクセス端末）の最大数及び
これらのローカルで管理される一時的ユーザのために許可される時間窓（例えば、最大ア
クセス時間）を指定することができる。さらに、ブロック４０４によって表されるように
、アクセスポイントのための実施ポイントは、ブロック２０４において説明されるように
通常の動作中にアクセス制御を使用することができる。従って、アクセスポイントのため
の実施ポイントは、例えば、アクセスポイントのための実施ポイント又はその他の場所に
おいて維持されるアクセス制御リストに基づいてアクセス制御を実施することができる。
【００６９】
　ブロック４０６によって表されるように、アクセスポイントのための実施ポイントは、
アクセス制御のために用いられる定義されたパラメータの指示を維持する。概して、この
パラメータを用いてアクセスポイントにアクセスすることができるユーザを制限するため
に、アクセスポイントのユーザは、このパラメータを秘密にし、それを選択されたユーザ
のみと共有する。幾つかの場合においては、アクセスポイントのための実施ポイントには
複数のパラメータを維持することができる。例えば、異なるアクセス端末のために異なる
パラメータを割り当てることができる。さらに、異なるサービスへのアクセスを許可する
ために異なるパラメータを用いることができる。さらに、幾つかのパラメータは一時的ア
クセスのために用いることができ（例えば、定義された期間だけアクセスが許可される）
、他方、その他のパラメータは、永久的アクセスのために用いることができる。
【００７０】
　アクセスポイントのための実施ポイントは、パラメータの指示を維持するための（例え
ば、メモリデバイスを含む）記憶装置コンポーネントを含むことができる。定義されたパ
ラメータを維持することと関係させて、アクセスポイントのための実施ポイントは、様々
な方法で定義されたパラメータを取得することができる。
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【００７１】
　幾つかの実装においては、アクセスポイントのための実施ポイントは、ユーザによって
作動されるユーザ入力デバイスを介してパラメータを受信する。例えば、ユーザは、アク
セスポイントのための実施ポイントにおいてパラメータを格納するためにアクセスポイン
ト上のキーパッド又はタッチ画面を用いることができる。
【００７２】
　幾つかの実装においては、アクセスポイントのための実施ポイントは、ローカルでパラ
メータを生成してそのパラメータを出力する。例えば、アクセスポイントのための実施ポ
イントは、パラメータを無作為に生成してユーザ又は指定されたエンティティにそのパラ
メータを出力することができる。典型的な場合において、アクセスポイントは、（例えば
、視覚による表示、可聴音による指示、メッセージ、等の形で）ユーザ出力デバイスを介
してパラメータを出力する。幾つかの実装においては、アクセスポイント（又は実施ポイ
ント）は、他のエンティティ（例えば、アクセス端末又はネットワークエンティティ）に
対してメッセージを介してパラメータを出力する。例えば、パラメータは、ユーザがアク
セスポイントのための管理ページにアクセスしたときにそれを表示することができるよう
にネットワークへの接続又は何らかのその他の接続を介して出力することができる。
【００７３】
　幾つかの実装においては、他のエンティティは、アクセスポイントのための実施ポイン
ト内にパラメータをプログラミングする。例えば、アクセスポイントは、製造時にパラメ
ータを予め設定することができる。代替として、又はさらに加えて、パラメータは、ある
後の時点でアクセスポイント（又はアクセスポイントゲートウェイ）内にプログラミング
することができる。例えば、ネットワークエンティティ（例えば、フェムト管理サーバ）
は、（例えば、配備時又はある後の時点において）ネットワークへの接続を介してアクセ
スポイントのための実施ポイントに定義されたパラメータを送信することができる。
【００７４】
　ある時点において、アクセスポイントのユーザは、特定のアクセス端末がアクセスポイ
ントを通じてサービスを入手することを許可することを決定することができる。従って、
ブロック４０８によって表されるように、このアクセスを可能にするために、定義された
パラメータがアクセス端末に提供される。定義されたパラメータは、様々な方法でアクセ
ス端末に提供することができる。幾つかの場合においては、ユーザは、ユーザ入力デバイ
スを介してアクセス端末にパラメータを入力する。例えば、ユーザは、パラメータを入力
してアクセスポイントにそのパラメータを含むメッセージを送信することをアクセス端末
に行わせるためにアクセス端末上のキーパッド又はタッチ画面を用いることができる。幾
つかの場合においては、パラメータは、アクセス端末がアクセスポイントにメッセージ送
信するように命令されたときにパラメータをアクセス端末によって自動的に送信できるよ
うにアクセス端末に格納することができる。これらの場合は、パラメータは、ユーザによ
って入力すること、又は、（例えば、メッセージを介して）アクセスポイント又は何らか
のその他のエンティティ（例えば、ネットワークエンティティ）からアクセス端末にアッ
プロードすることができる。具体例として、アクセスポイントの所有者は、アクセス端末
にパラメータを含むテキストメッセージを送信することができる。これで、アクセス端末
のユーザは、アクセスポイントに受信されたパラメータを含むメッセージを送信すること
をアクセス端末に行わせるためにアクセス端末上でアプリケーションを呼び出すことがで
きる。
【００７５】
　従って、ブロック４１０によって表されるように、アクセスポイントは、アクセス端末
から定義されたパラメータの指示を含むメッセージを受信する。それにより、実施ポイン
トは、アクセスポイントがこの指示を含むメッセージを受信したことを決定することがで
きる。例えば、実施ポイントがアクセスポイントに存在する場合は、この決定は、メッセ
ージの受信時点で行うことができる。実施ポイントがアクセスポイントゲートウェイに存
在する場合は、アクセスポイントは、（例えば、受信されたメッセージを転送するか又は
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何らかのその他のメッセージを送信することによって）アクセスポイントゲートウェイに
メッセージを送信し、それにより、メッセージは、アクセスポイントが定義されたパラメ
ータの指示を含むメッセージを受信していることを示す。
【００７６】
　該メッセージの受信を可能にするために、アクセス端末に対して、アクセス端末からの
メッセージがアクセスポイントによって拒否又は無視されないようにアクセスポイントと
の何らかの形の予備的な（例えば、シグナリング）関連付けを許可することができる。例
えば、（例えば、上述されるシグナリング関連付け又はハイブリッドアクセスモードの使
用を通じて）アクセス端末が呼を行う前に又は呼を行っている間にアクセスポイントに登
録することを可能にするためにプロビジョニングを行うことができる。
【００７７】
　ブロック４１２によって表されるように、アアクセスポイント所有者及び／又はネット
ワークオペレータのアクセス制御方針に依存して、アクセスポイントのための実施ポイン
トは、上述されるのと同様の方法で該当するアクセス制御リスト格納ポイントにおける（
例えば、実施ポイントにおける）アクセス制御リストを更新することができる。例えば、
アクセス制御方針が、アクセス端末に制限されたアクセス（例えば、一時的アクセス又は
代替の課金アクセス）のみが許可されるように指定する場合は、アクセスポイントのため
の実施ポイントは、アクセス制御リストにアクセス端末を追加することができない。逆に
、アクセス制御リストが更新されるべきであることをアクセス制御方針が指定する場合は
、アクセスポイントのための実施ポイントは、アクセス制御リストにアクセス端末の識別
子（例えば、ＩＭＳＩ、ＭＳＩＤ、又はＮＡＩ）及び電話番号（ＭＤＮ又はＭＳＩＳＤＮ
）を追加することができる。ここにおいて説明されるように、アクセスポイントのための
実施ポイントは、アクセス端末からの登録メッセージ又はその他の適切なメッセージを介
して識別子を取得することができ、アクセスポイントのための実施ポイントは、オペレー
タネットワークから電話番号を取得することができる。
【００７８】
　ブロック４１４によって表されるように、アクセスポイントのための実施ポイントは、
アクセス端末がブロック４１２においてアクセス制御リストに追加された結果としてアク
セス端末がアクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可する。アクセスが一
時的である場合は、アクセスポイントのための実施ポイントは、サービスへのアクセスを
（例えば、オペレータによって指定された）定義された期間の間だけしか許可することが
できない。
【００７９】
　アクセスポイントのユーザは、アクセスポイントにおいて複数のアクセス端末のために
プロビジョニングするために図４のアクセス制御方式を採用することができる。例えば、
１つ以上の定義されたパラメータを幾つかのアクセス端末ユーザに提供することができる
。これで、これらのアクセス端末の各々は、アクセス端末がアクセスポイントを通じてサ
ービスにアクセスすることを可能にするためにアクセスポイントに定義されたパラメータ
を含むメッセージを送信することができる。
【００８０】
　今度は図５の動作を参照し、アクセスポイントのための実施ポイントがアクセスポイン
トに存在しない幾つかの実装においては、アクセスポイントは、それが定義されたダイヤ
ルコードと関連付けられた呼を受信したか又は定義された指示を有するメッセージを受信
したかをそれでも検証することができる。該場合は、アクセスポイントは、実施ポイント
にメッセージを送信することができ、それにより、メッセージは、呼を行った又はメッセ
ージを送信したアクセス端末がアクセスポイントのアクセス制御リストに追加されるべき
であることを示す。
【００８１】
　ブロック５０２によって表されるように、アクセスポイントは、（例えば、ブロック３
０６又は４０６において上述されるように）定義されたダイヤルコード又は定義されたパ
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ラメータの指示を維持する。ブロック５０４によって表されるように、定義されたダイヤ
ルコード又は定義されたパラメータは、（例えば、ブロック３０８又は４０８において上
述されるように）アクセス端末に提供される。ブロック５０６によって表されるように、
ある時点において、アクセスポイントは、（例えば、ブロック３１０又は４１０において
上述されるように）アクセス端末から定義されたダイヤルコードに基づく呼を受信するか
又はアクセス端末から定義されたパラメータの指示を含むメッセージを受信する。ブロッ
ク５０８によって表されるように、アクセスポイントは、アクセスポイントのためのアク
セスポイントゲートウェイにメッセージを送信し、それにより、メッセージは、アクセス
ポイントのためのアクセス制御リストにアクセス端末が追加されるべきであることを示す
。次に、ブロック５１０によって表されるようにアクセスポイントゲートウェイがこのメ
ッセージを受信する。ブロック５１２によって表されるように、このメッセージを受信し
た結果として、アクセスポイントゲートウェイは、アクセス制御リストにアクセス端末の
識別子を追加する。従って（この場合はアクセスポイントのための実施ポイントを組み入
れた）アクセスポイントゲートウェイは、ここにおいて説明されるようにアクセス端末が
アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可する。
【００８２】
　ここにおける教示により実装されたアクセス制御方式は、従来のアクセス制御技法より
も有利な幾つかの利点を提供することができる。例えば、新ユーザ（例えば、ユーザのア
クセス端末）がオペレータの関与なしにアクセスポイントを通じてサービスにアクセスす
ることを直ちに許可する（例えば、アクセス制御リストに直ちに追加する）ことができる
。さらに、該方式の方が、ユーザが実行する上でより単純であり及びユーザがより理解し
やすい。さらに、（例えば、ユーザは、誰がユーザのアクセスポイントにアクセスするこ
とを許可されているかを知っている唯一のそれであることができるため）追加のレベルの
プライバシーをユーザのために提供することができる。
【００８３】
　図６は、ここにおいて教示されるようにアクセス制御動作を行うためにノード、例えば
、アクセスポイント６０２又はアクセスポイントゲートウェイ６２０、内に組み入れるこ
とができる幾つかの見本のコンポーネントを例示する。実際上は、説明されるコンポーネ
ントは、通信システム内のその他のノード内に組み入れることも可能である。例えば、シ
ステム内のその他のノードは、同様の機能を提供するためにアクセスポイント６０２に関
して説明されるコンポーネントに類似するそれらを含むことができる。さらに、与えられ
たノードは、説明されるコンポーネントのうちの１つ以上を含むことができる。例えば、
アクセスポイントは、アクセスポイントが複数の周波数で動作する及び／又は異なる技術
を介して通信するのを可能にする複数のトランシーバコンポーネントを含むことができる
。
【００８４】
　図６において示されるように、アクセスポイント６０２は、その他のノードと通信する
ためのトランシーバ６０４を含む。トランシーバ６０４は、信号（例えば、メッセージ）
を送信するための送信機６０６と、信号（例えば、メッセージ、呼、指示）を受信するた
めの受信機６０８と、を含む。アクセスポイント６０２は、その他のノード（例えば、ネ
ットワークエンティティ）と通信するためのネットワークインタフェース６１０も含む。
例えば、ネットワークインタフェース６１０は、有線に基づく又は無線のバックホールを
介して１つ以上のネットワークエンティティと通信するように構成することができる。幾
つかの態様においては、ネットワークインタフェース６１０は、有線に基づく又は無線に
よる通信（例えば、バックホールを介してネットワークエンティティから指示を受信する
、アクセスポイントゲートウェイにメッセージを送信する）をサポートするように構成さ
れた（送信機コンポーネントと受信機コンポーネントとを含む）トランシーバとして実装
することができる。同様に、アクセスポイントゲートウェイ６２０は、有線に基づく又は
無線による通信（例えば、バックホールを介してネットワークエンティティからメッセー
ジを受信する、アクセスポイントからメッセージ及び指示を受信する）をサポートするよ
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うに構成された送信機コンポーネント及び受信機コンポーネント、それぞれ６２４及び６
２６、を含む（ネットワークインタフェース６２２によって表された）少なくとも１つの
ネットワークインタフェースを含む。
【００８５】
　アクセスポイント６０２及びアクセスポイントゲートウェイ６２０は、ここにおいて教
示されるようにアクセス制御動作と関係させて用いることができるその他のコンポーネン
トを含む。例えば、アクセスポイント６０２及び／又はアクセスポイントゲートウェイは
、ここにおいて教示されるように、アクセスポイント６０２に関するアクセスを制御する
（例えば、アクセス制御をディスエーブルにする、アクセス端末がアクセスポイントを通
じてサービスを入手することを許可する、アクセス制御リストを維持する、ユーザ入力デ
バイスを介して指示又はダイヤルコード又はパラメータを受信する、定義されたダイヤル
コードを維持する、定義されたパラメータの指示を維持する、アクセス制御リストにアク
セス端末の識別子を追加する、アクセスポイントが呼又はメッセージを受信したことを決
定する）ための及びその他の関連する機能を提供するためのアクセスコントローラ６１２
又は６２８を含むことができる。さらに、アクセスポイント６０２及びアクセスポイント
ゲートウェイ６２０は、ユーザからの入力を受信するためのユーザ入力デバイス、それぞ
れ６１４及び６３０、ユーザに出力（例えば、視覚、可聴音、デジタル）を提供するため
のユーザ出力デバイス、それぞれ６１６及び６３２、又は情報（例えば、定義されたダイ
ヤルコード、定義されたパラメータの指示）を維持するための（例えば、メモリデバイス
を含む）メモリコンポーネント、それぞれ６１８及び６３４、を含むことができる。
【００８６】
　便宜上、アクセスポイント６０２及びアクセスポイントゲートウェイ６２０は、ここに
おいて説明される様々な例において用いることができるコンポーネントを含むものとして
図６において示される。実際上は、例示されるコンポーネントのうちの１つ以上を異なる
実装において異なる方法で実装することができる。例えば、アクセスコントローラ６１２
及びユーザ入力デバイス６１４の機能は、図２に対応する実装対図３に対応する実装では
異なることができる。
【００８７】
　図６のコンポーネントは、１つ以上のプロセッサに実装することができ（例えば、それ
らの各々は、この機能を提供するためにプロセッサによって用いられる情報又はコードを
格納するためのデータメモリを使用する及び／又は組み入れる）。例えば、ブロック６０
４の機能の一部及びブロック６１０乃至６１８の機能の一部又は全部は、（例えば、該当
するコードの実行によって及び／又はプロセッサコンポーネントの該当する構成によって
）アクセスポイントのプロセッサ又はプロセッサ（複数）及びアクセスポイントのデータ
メモリによって実装することができる。同様に、ブロック６２２の機能の一部及びブロッ
ク６２８乃至６３４の機能の一部又は全部は、（例えば、該当するコードの実行によって
及び／又はプロセッサコンポーネントの該当する構成によって）アクセスポイントゲート
ウェイのプロセッサ又はプロセッサ（複数）及びアクセスポイントゲートウェイのデータ
メモリによって実装することができる。
【００８８】
　上述されるように、幾つかの態様においては、ここにおける教示は、マクロ規模のカバ
レッジ（例えば、大きなエリアのセルラーネットワーク、例えば、３Ｇネットワーク、で
あり、典型的にはマクロセルネットワーク又はＷＡＮと呼ばれる）と、それよりも小さい
規模のカバレッジ（例えば、住宅に基づく又は建物に基づくネットワーク環境であり、典
型的にはＬＡＮと呼ばれる）と、を含むネットワークにおいて採用することができる。ア
クセス端末（ＡＴ）が該ネットワーク内を移動するのに応じて、幾つかの所在場所におい
てはマクロカバレッジを提供するアクセスポイントによってアクセス端末にサービスを提
供することができ、その一方で、その他の所在場所においてはより小さい規模のカバレッ
ジを提供するアクセスポイントによってアクセス端末にサービスを提供することができる
。幾つか態様においては、より小さいカバレッジのノードは、増分的な能力の増大、建物
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内でのカバレッジ、及び（例えば、よりロバストなユーザ経験のための）異なるサービス
を提供するために用いることができる。
【００８９】
　相対的に大きいエリアにわたってカバレッジを提供するノード（例えば、アクセスポイ
ント）は、マクロアクセスポイントと呼ぶことができ、相対的に小さいエリアにわたって
カバレッジを提供するノード（例えば、住宅）は、フェムトアクセスポイント（フェムト
セル）と呼ぶことができる。ここにおける教示は、その他のタイプのカバレッジエリアと
関連付けられたノードに対して適用可能であることが評価されるべきである。例えば、ピ
コアクセスポイントは、マクロエリアより小さく及びフェムトエリアより大きいエリアに
わたってカバレッジ（例えば、商業ビル内のカバレッジ）を提供することができる。様々
な用途において、マクロアクセスポイント、フェムトアクセスポイント、又はその他のア
クセスポイントタイプのノードを指すためにその他の用語が用いられることがある。例え
ば、マクロアクセスポイントは、アクセスノード、基地局、アクセスポイント、ｅＮｏｄ
ｅＢ、マクロセル、等として構成されること又はアクセスノード、基地局、アクセスポイ
ント、ｅＮｏｄｅＢ、マクロセル、等と呼ばれることがある。同じく、フェムトアクセス
ポイントは、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、アクセスポイント基地局、フェム
トセル、等として構成されること又はホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、アクセス
ポイント基地局、フェムトセル、等と呼ばれることがある。幾つかの実装においては、ノ
ードは、１つ以上のセル又はセクタと関連付けることができる（例えば、１つ以上のセル
又はセクタと呼ぶこと又は１つ以上のセル又はセクタに分割することができる）。マクロ
アクセスポイント、フェムトアクセスポイント、又はピコアクセスポイントと関連付けら
れたセル又はセクタは、マクロセル、フェムトセル、又はピコセルとそれぞれ呼ばれるこ
とがある。
【００９０】
　図７は、ここにおける教示を実装することができる、複数のユーザをサポートするよう
に構成された、無線通信システム７００を例示する。システム７００は、複数のセル７０
２、例えば、マクロセル７０２Ａ乃至７０２Ｇ、のための通信を提供し、各セルは、対応
するアクセスポイント７０４（例えば、アクセスポイント７０４Ａ乃至７０４Ｇ）によっ
てサービスが提供される。図７に示されるように、アクセス端末７０６（例えば、アクセ
ス端末７０６Ａ乃至７０６Ｌ）は、経時でシステム全体の様々な場所において分散させる
ことができる。各アクセス端末７０６は、例えば、アクセス端末７０６がアクティブであ
るかどうか及びそれがソフトハンドオフであるかどうかに依存して、与えられた時点に順
方向リンク（ＦＬ）及び／又は逆方向リンク（ＲＬ）で１つ以上のアクセスポイント７０
４と通信することができる。無線通信システム７００は、大きな地理上の地域にわたって
サービスを提供することができる。例えば、マクロセル７０２Ａ乃至７０２Ｇは、近隣の
数ブロック又は農村環境における数マイルを網羅することができる。
【００９１】
　図８は、１つ以上のフェムトアクセスポイントがネットワーク環境内に配備される典型
的な通信システム８００を例示する。具体的には、システム８００は、相対的に小規模な
ネットワーク環境において（例えば、１つ以上のユーザ住宅８３０内に）設置された複数
のフェムトアクセスポイント８１０（例えば、フェムトアクセスポイント８１０Ａ及び８
１０Ｂ）を含む。各フェムトアクセスポイント８１０は、ＤＳＬルータ、ケーブルモデム
、無線リンク、又はその他の接続性手段（示されていない）を介してワイドエリアネット
ワーク８４０（例えば、インターネット）及びモバイルオペレータコアネットワーク８５
０に結合することができる。以下において説明されるように、各フェムトアクセスポイン
ト８１０は、関連付けられたアクセス端末８２０（例えば、アクセス端末８２０Ａ）及び
任意選択でその他の（例えば、ハイブリッド又はエイリアン（ａｌｉｅｎ））アクセス端
末８２０（例えば、アクセス端末８２０Ｂ）にサービスを提供するように構成することが
できる。換言すると、フェムトアクセスポイント８１０へのアクセスは制限することがで
き、それにより、与えられたアクセス端末８２０には一組の指定された（例えば、ホーム
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）フェムトアクセスポイント８１０によってサービスを提供することができ、しかしなが
ら、指定されないフェムトアクセスポイント８１０（例えば、近隣のフェムトアクセスポ
イント８１０）によってサービスを提供することはできない。
【００９２】
　図９は、幾つかの追跡エリア９０２（又はルーティングエリア又は位置特定エリア）が
画定されたカバレッジマップ９００の例を示し、それらの各々は、幾つかのマクロカバレ
ッジエリア９０４を含む。ここでは、追跡エリアと関連付けられたカバレッジのエリア９
０２Ａ、９０２Ｂ、及び９０２Ｃは、太い線によって輪郭が描かれ、マクロカバレッジエ
リア９０４は、より大きい六角形で表される。追跡エリア９０２は、フェムトカバレッジ
エリア９０６も含む。この例では、フェムトカバレッジエリア９０６の各々（例えば、フ
ェムトカバレッジエリア９０６Ｂ及び９０６Ｃ）は、１つ以上のマクロカバレッジエリア
９０４（例えば、マクロカバレッジエリア９０４Ａ及び９０４Ｂ）内に描かれる。しかし
ながら、フェムトカバレッジエリア９０６の一部又は全部は、マクロカバレッジエリア９
０４内に存在しなくともよいことが評価されるべきである。実際上は、与えられた追跡エ
リア９０２又はマクロカバレッジエリア９０４内では非常に多数のフェムトカバレッジエ
リア９０６（例えば、フェムトカバレッジエリア９０６Ａ及び９０６Ｄ）を画定すること
ができる。同じく、与えられた追跡エリア９０２又はマクロカバレッジエリア９０４内で
は１つ以上のピコカバレッジエリア（示されていない）を画定することができる。
【００９３】
　図８を再度参照し、フェムトアクセスポイント８１０の所有者は、モバイルオペレータ
コアネットワーク８５０を通じて提供されるモバイルサービス、例えば、３Ｇモバイルサ
ービス、に加入することができる。さらに。アクセス端末８２０は、マクロ環境及びそれ
よりも小規模な（例えば、住宅）ネットワーク環境の両方において動作可能であることが
できる。換言すると、アクセス端末８２０の現在の所在位置に依存して、アクセス端末８
２０には、モバイルオペレータコアネットワーク８５０と関連付けられたマクロセルアク
セスポイント８６０によって又は一組のフェムトアクセスポイント８１０（例えば、対応
するユーザ住宅８３０内に常在するフェムトアクセスポイント８１０Ａ及び８１０Ｂ）の
うちのいずれか１つによってサービスを提供することができる。例えば、加入者が自宅外
に所在するときには、彼は、標準のマクロアクセスポイント（例えば、アクセスポイント
８６０）によってサービスが提供され、加入者が自宅に所在するときには、彼は、フェム
トアクセスポイント（例えば、アクセスポイント８１０Ａ）によってサービスが提供され
る。ここでは、フェムトアクセスポイント８１０は、レガシーアクセス端末８２０と後方
互換可能であることができる。
【００９４】
　フェムトアクセスポイント８１０は、単一の周波数で、又は、代替においては、複数の
周波数で配備することができる。特定の構成に依存して、単一の周波数又は複数の周波数
のうちの１つ以上は、マクロアクセスポイント（例えば、アクセスポイント８６０）によ
って用いられる１つ以上の周波数と重複することができる。
【００９５】
　幾つかの態様においては、アクセス端末８２０は、該接続性が可能であるときに常に好
ましいフェムトアクセスポイント（例えば、アクセス端末８２０のホームフェムトアクセ
スポイント）に接続するように構成することができる。例えば、アクセス端末８２０Ａが
ユーザの住宅８３０内に存在するときには常に、アクセス端末８２０Ａはホームフェムト
アクセスポイント８１０Ａ又は８１０Ｂのみと通信するのを希望することができる。
【００９６】
　幾つかの態様においては、アクセス端末８２０がマクロセルラーネットワーク８５０内
で動作するが（好ましいローミングリストにおいて定義された）それの最も好ましいネッ
トワーク上に常在してない場合は、アクセス端末８２０は、より良いシステムが現在利用
可能であるかどうかを決定して後続して該好ましいシステムを取得するために利用可能な
システムの周期的走査を含むことができるより良いシステム再選択（ｂｅｔｔｅｒ　ｓｙ
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ｓｔｅｍ　ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）（ＢＳＲ）手順を用いて最も好ましいネットワーク
（例えば、好ましいフェムトアクセスポイント８１０）を引き続き探すことができる。ア
クセス端末８２０は、特定の帯域及びチャネルの探索を制限することができる。例えば、
１つ以上のフェムトチャネルを定義することができ、それにより、地域内の全フェムトア
クセスポイント（又はすべての制限されたフェムトアクセスポイント）がそのフェムトチ
ャネルで動作する。最も好ましいシステムの探索は、周期的に繰り返すことができる。好
ましいフェムトアクセスポイント８１０の発見時点で、アクセス端末８２０は、フェムト
アクセスポイント８１０を選択し、それのカバレッジエリア内に所在するときに使用のた
めにそれにおいて登録する。
【００９７】
　幾つかの態様においてはフェムトアクセスポイントへのアクセスを制限することができ
る。例えば、与えられたアクセスポイントは、一定のアクセス端末のみに一定のサービス
を提供することしかできない、いわゆる制限された（又は閉じられた）アクセスを有する
配備においては、与えられたアクセス端末には、マクロセルモバイルネットワーク及びフ
ェムトアクセスポイント（例えば、対応するユーザ住宅８３０内に常在するフェムトアク
セスポイント８１０）の定義された組のみによってしかサービスを提供することができな
い。幾つかの実装においては、アクセスポイントは、少なくとも１つのノード（例えば、
アクセス端末）に関して、シグナリング、データアクセス、登録、ページング、又はサー
ビスのうちの少なくとも１つを提供しないように制限することができる。
【００９８】
　幾つかの態様においては、制限されたフェムトアクセスポイント（クローズド加入者グ
ループホームＮｏｄｅＢと呼ばれることもある）は、アクセス端末の制限されたプロビジ
ョニングされた組にサービスを提供するそれである。この組は、必要に応じて一時的に又
は永久的に拡張することができる。幾つかの態様においては、クローズド加入者グループ
（ＣＳＧ）は、アクセス端末の共通のアクセス制御リストを共有するアクセスポイント（
例えば、フェムトアクセスポイント）の組であると定義することができる。
【００９９】
　このように、与えられたフェムトアクセスポイントと与えられたアクセス端末との間に
は様々な関係が存在することができる。例えば、アクセス端末の観点からは、オープンフ
ェムトアクセスポイントは、制限されていないアクセスを有するフェムトアクセスポイン
トを意味することができる（例えば、フェムトアクセスポイントは、いずれのアクセス端
末に対してもアクセスを許可する）。制限されたフェムトアクセスポイントは、何らかの
形で制限されている（例えば、アクセス及び／又は登録に関して制限されている）フェム
トアクセスポイントを意味することができる。ホームフェムトアクセスポイントは、アク
セス端末がアクセスして動作する権限を付与されているフェムトアクセスポイントを意味
することができる（例えば、１つ以上のアクセス端末の定義された組のために永久的なア
クセスが提供される）。ハイブリッド（又はゲスト）フェムトアクセスポイントは、異な
るアクセス端末に異なるレベルのサービスが提供されるフェムトアクセスポイントを意味
することができる（例えば、幾つかのアクセス端末には部分的な及び／又は一時的なアク
セスを許可することができ、その他のアクセス端末には完全なアクセスを許可することが
できる）。エイリアンフェムトアクセスポイントは、おそらく緊急事態（例えば、９１１
番への電話）以外はアクセス端末がアクセスして動作する権限が付与されていないフェム
トアクセスポイントを意味することができる。
【０１００】
　制限されたフェムトアクセスポイントの観点からは、ホームアクセス端末は、アクセス
端末の所有者の住宅内に設置された制限されたフェムトアクセスポイントにアクセスする
権限が付与されているそのアクセス端末を意味することができる（通常は、ホームアクセ
ス端末は、そのフェムトアクセスポイントに対する永久的なアクセスを有する）。ゲスト
アクセス端末は、制限されたフェムトアクセスポイントへの一時的なアクセスを有するア
クセス端末を意味することができる（例えば、期限、使用時間、バイト、接続回数、又は
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何らかのその他の基準又は基準（複数）に基づく制限）。エイリアンアクセス端末は、お
そらく緊急事態、例えば、９１１番への電話以外は、制限されたフェムトアクセスポイン
トにアクセスする許可を有さないアクセス端末を意味することができる（例えば、制限さ
れたフェムトアクセスポイントに登録する資格証明又は許可を有さないアクセス端末）。
【０１０１】
　便宜上、ここにおける開示は、フェムトアクセスポイントとの関係における異なる機能
を説明する。しかしながら、ピコアクセスポイントは、より大きいカバレッジエリアに関
して同じ又は同様の機能を提供できることが評価されるべきである。例えば、ピコアクセ
スポイントは、制限することができ、ホームピコアクセスポイントは、与えられたアクセ
ス端末に関して定義することができる、等である。
【０１０２】
　ここにおける教示は、複数の無線アクセス端末のための通信を同時にサポートする無線
多元接続通信システムにおいて採用することができる。ここでは、各端末は、順方向リン
ク及び逆方向リンクでの送信を介して１つ以上のアクセスポイントと通信することができ
る。順方向リンク（又はダウンリンク）は、アクセスポイントから端末への通信リンクを
意味し、逆方向リンク（又はアップリンク）は、端末からアクセスポイントへの通信リン
クを意味する。この通信リンクは、単入力単出力システム、多入力多出力（ＭＩＭＯ）シ
ステム、又は何らかのその他のタイプのシステムを介して確立することができる。
【０１０３】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために複数（ＮＴ）の送信アンテナ及び複数（ＮＲ

）の受信アンテナを採用する。ＮＴの送信アンテナ及びＮＲの受信アンテナによって形成
されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮＳの独立したチャネルに分解す
ることができ、ここで、ＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ、ＮＲ｝である。ＮＳの独立したチャネルの
各々は、１つの次元に対応する。ＭＩＭＯシステムは、複数の送信アンテナ及び受信アン
テナによって形成された追加の次元が利用される場合に向上された性能（例えば、より高
いスループット及び／又はより高い信頼性）を提供することができる。
【０１０４】
　ＭＩＭＯシステムは、時分割複信（ＴＤＤ）及び周波数分割複信（ＦＤＤ）をサポート
することができる。ＴＤＤシステムにおいては、順方向リンク送信及び逆方向リンク送信
は、同じ周波数領域であり、このため、相互性の原理（ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ　ｐｒｉ
ｎｃｉｐｌｅ）が、逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチャネルの推定を可能にす
る。これは、アクセスポイントにおいて複数のアンテナを利用可能であるときにアクセス
ポイントが順方向リンクでの送信ビーム形成利得を抽出するのを可能にする。
【０１０５】
　図１０は、見本のＭＩＭＯシステム１０００の無線デバイス１０１０（例えば、アクセ
スポイント）及び無線デバイス１０５０（例えば、アクセス端末）を例示する。デバイス
１０１０においては、幾つかのデータストリームのためのトラフィックデータがデータ源
１０１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１０１４に提供される。次に、各データスト
リームは、各々の送信アンテナを通じて送信することができる。
【０１０６】
　ＴＸデータプロセッサ１０１４は、符号化されたデータを提供するために各データスト
リームのために選択された特定の符号化方式に基づいてそのデータストリームのためのト
ラフィックデータをフォーマット化、符号化、及びインターリービングする。各データス
トリームのための符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技法を用いてパイロットデータと多重
化することができる。パイロットデータは、典型的には、既知の方法で処理される既知の
データパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて用いるこ
とができる。次に、各データストリームのための多重化されたパイロット及び符号化され
たデータは、変調シンボルを提供するためにそのデータストリームのために選択された特
定の変調方式（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、又はＭ－ＱＡＭ）に基づいて
変調（すなわち、シンボルマッピング）される。各データストリームのためのデータレー
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ト、符号化、及び変調は、プロセッサ１０３０によって実行される命令によって決定する
ことができる。データメモリ１０３２は、デバイス１０１０のプロセッサ１０３０又はそ
の他のコンポーネントによって用いられるプログラムコード、データ、及びその他の情報
を格納することができる。
【０１０７】
　次に、全データストリームに関する変調シンボルがＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０
に提供され、それは、（例えばＯＦＤＭに関して）変調シンボルをさらに処理することが
できる。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０は、ＮＴの変調シンボルストリームをＮＴの
トランシーバ（ＸＣＶＲ）１０２２Ａ乃至１０２２Ｔに提供する。幾つかの態様において
は、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０は、データストリームのシンボルに及びシンボル
を送信中であるアンテナにビーム形成重みを加える。
【０１０８】
　各トランシーバ１０２２は、各々のシンボルストリームを受信及び処理して１つ以上の
アナログ信号を提供し、これらのアナログ信号をさらにコンディショニング（例えば、増
幅、フィルタリング、及びアップコンバージョン）してＭＩＭＯチャネルでの送信に適し
た変調された信号を提供する。次に、トランシーバ１０２２Ａ乃至１０２２ＴからのＮＴ

の変調された信号が、ＮＴのアンテナ１０２４Ａ乃至１０２４Ｔからそれぞれ送信される
。
【０１０９】
　デバイス１０５０において、送信された変調された信号は、ＮＲのアンテナ１０５２Ａ
乃至１０５２Ｒによって受信され、各アンテナ１０５２からの受信された信号は、各々の
トランシーバ（ＸＣＶＲ）１０５４Ａ乃至１０５４Ｒに提供される。各トランシーバ１０
５４は、各々の受信された信号をコンディショニング（例えば、フィルタリング、増幅、
及びダウンコンバージョン）し、コンディショニングされた信号をデジタル化してサンプ
ルを提供し、これらのサンプルをさらに処理して対応する“受信された”シンボルストリ
ームを提供する。
【０１１０】
　受信（ＲＸ）データプロセッサ１０６０は、ＮＲのトランシーバ１０５４からのＮＲの
受信されたシンボルストリームを受信して特定の受信機処理技法に基づいて処理し、ＮＴ

の“検出された”シンボルストリームを提供する。ＲＸデータプロセッサ１０６０は、各
々の検出されたシンボルストリームを復調、デインターリービング、及び復号し、データ
ストリームのためのトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ１０６０によ
る処理は、デバイス１０１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０及びＴＸデータ
プロセッサ１０１４によって行われるそれを補完するものである。
【０１１１】
　プロセッサ１０７０は、いずれのプリコーディング行列を用いるかを定期的に決定する
（後述）。プロセッサ１０７０は、行列インデックス部分とランク値部分とを備える逆方
向リンクメッセージを生成する。データメモリ１０７２は、デバイス１０５０のプロセッ
サ１０７０又はその他のコンポーネントによって用いられるプログラムコード、データ、
及びその他の情報を格納することができる。
【０１１２】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び／又は受信されたデータストリームに関す
る様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージは、データ源１０
３６から幾つかのデータストリームのためのトラフィックデータも受信するＴＸデータプ
ロセッサ１０３８によって処理され、変調器１０８０によって変調され、トランシーバ１
０５４Ａ乃至１０５４Ｒによってコンディショニングされ、デバイス１０１０に返信され
る。
【０１１３】
　デバイス１０１０において、デバイス１０５０からの変調された信号は、アンテナ１０
２４によって受信され、トランシーバ１０２２によってコンディショニングされ、復調器
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（ＤＥＭＯＤ）１０４０によって復調され、ＲＸデータプロセッサ１０４２によって処理
され、デバイス１０５０によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。次に、
プロセッサ１０３０は、ビーム形成重みを決定するためにいずれのプリコーディング行列
を用いるかを決定し、次に、抽出されたメッセージを処理する。
【０１１４】
　図１０は、通信コンポーネントがここにおいて教示されるようにアクセス制御動作を行
う１つ以上のコンポーネントを含むことができることも例示する。例えば、アクセス制御
コンポーネント１０９０は、ここにおいて教示されるように他のデバイス（例えば、デバ
イス１０５０）がデバイス１０１０にアクセスすることができるかどうかを制御するため
にデバイス１０１０のプロセッサ１０３０及び／又はその他のコンポーネントと協力する
ことができる。同様に、アクセス制御コンポーネント１０９２は、他のデバイス（例えば
、デバイス１０１０）にアクセスするためにデバイス１０５０のプロセッサ１０７０及び
／又はその他のコンポーネントと協力することができる。各デバイス１０１０及び１０５
０に関して、説明されるコンポーネントのうちの２つ以上の機能は、単一のコンポーネン
トによって提供できることが評価されるべきである。例えば、単一の処理コンポーネント
は、アクセス制御コンポーネント１０９０及びプロセッサ１０３０の機能を提供すること
ができ、及び、単一の処理コンポーネントは、アクセス制御コンポーネント１０９２及び
プロセッサ１０７０の機能を提供することができる。
【０１１５】
　ここにおける教示は、様々なタイプの通信システム及び／又はシステムコンポーネント
内に組み入れることができる。幾つかの態様においては、ここにおける教示は、利用可能
なシステムリソースを共有することによって（例えば、帯域幅、送信電力、符号化、イン
ターリービング、等のうちの１つ以上を指定することによって）複数のユーザとの通信を
サポートすることが可能な多元接続システムにおいて採用することができる。例えば、こ
こにおける教示は、次の技術、すなわち、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、多搬
送波ＣＤＭＡ（ＭＣＣＤＭＡ）、ワイドバンドＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、高速パケット
アクセス（ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ＋）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周
波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、単一搬送波ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システ
ム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、又はその他の多元接続技法のうち
のいずれか１つ又は組み合わせに適用することができる。ここにおける教示を採用する無
線通信システムは、１つ以上の規格、例えば、ＩＳ－９５、ｃｄｍａ２０００、ＩＳ－８
５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＴＤＳＣＤＭＡ、及びその他の規格を実装するように設計すること
ができる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄ
ｍａ２０００、又はその他の技術、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、
Ｗ－ＣＤＭＡと、ローチップレート（Ｌｏｗ　Ｃｈｉｐ　Ｒａｔｅ）（ＬＣＲ）と、を含
む。ｃｄｍａ２０００技術は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格及びＩＳ－８５６規
格を網羅する。ＴＤＭＡネットワークは、グローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録
商標））、等の無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡネットワークは、エボルブ
ド（Ｅｖｏｌｖｅｄ）ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０
２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）、等の無線技術を
実装することができる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、及びＧＳＭは、ユニバーサル移動体通
信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。ここにおける教示は、３ＧＰＰロングタームエボ
リューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）システム、ウルト
ラモバイルブロードバンド（Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ）（ＵＭＢ
）システム、及びその他のタイプのシステムにおいて実装することができる。ＬＴＥは、
Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリース版である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ
、ＵＭＴＳ及びＬＴＥは、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）とい
う名称の組織からの文書において記述され、ｃｄｍａ２０００は、“第３世代パートナー
シッププロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の組織からの文書において記述される
。本開示の一定の態様は３ＧＰＰ用語を用いて説明されるが、ここにおける教示は、３Ｇ
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ＰＰ（例えば、Ｒｅｌ９９、Ｒｅｌ５、Ｒｅｌ６、Ｒｅｌ７）技術、及び３ＧＰＰ２（例
えば、１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｌ０、ＲｅｖＡ、ＲｅｖＢ）技術及びその他の
技術に適用可能であることが理解されるべきである。
【０１１６】
　ここにおける教示は、様々な装置（例えば、ノード）内に組み入れる（例えば、様々な
装置（例えば、ノード）内に実装する又は様々な装置（例えば、ノード）によって実行す
る）ことができる。幾つかの態様においては、ここにおける教示により実装されたノード
（例えば、無線ノード）は、アクセスポイント又はアクセス端末を備えることができる。
【０１１７】
　例えば、アクセス端末は、ユーザ装置、加入者局、加入者ユニット、移動局、モバイル
、モバイルノード、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイ
ス、又は何らかのその他の用語を備えること、ユーザ装置、加入者局、加入者ユニット、
移動局、モバイル、モバイルノード、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェン
ト、ユーザデバイス、又は何らかのその他の用語として実装すること、又はユーザ装置、
加入者局、加入者ユニット、移動局、モバイル、モバイルノード、遠隔局、遠隔端末、ユ
ーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、又は何らかのその他の用語で呼ぶこと
ができる。幾つかの実装においては、アクセス端末は、携帯電話、コードレス電話、セッ
ション開始プロトコル（ＳＩＰ）フォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、パー
ソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、無線接続能力を有するハンドヘルドデバイス、
又は無線モデムに接続された何らかのその他の適切な処理デバイスを備えることができる
。従って、ここにおいて教示される１つ以上の態様は、無線媒体を介して通信するように
構成される電話（例えば、携帯電話又はスマートフォン）、コンピュータ（例えば、ラッ
プトップ）、ポータブル通信デバイス、ポータブル計算デバイス（例えば、パーソナルデ
ータアシスタント）、娯楽機器（例えば、音楽機器、ビデオ機器、又は衛星無線）、全地
球測位システムデバイス、又はいずれかのその他の適切なデバイス内に組み入れることが
できる。
【０１１８】
　アクセスポイントは、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、無線ネットワークコントローラ（Ｒ
ＮＣ）、基地局（ＢＳ）、無線基地局（ＲＢＳ）、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、ベー
ストランシーバ局（ＢＴＳ）、トランシーバ機能（ＴＦ）、無線トランシーバ、無線ルー
タ、ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、マクロセル
、マクロノード、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、フェムトセル、フェムトノード、ピコノー
ド、又は何からのその他の同様の用語を備えること、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、無線ネ
ットワークコントローラ（ＲＮＣ）、基地局（ＢＳ）、無線基地局（ＲＢＳ）、基地局コ
ントローラ（ＢＳＣ）、ベーストランシーバ局（ＢＴＳ）、トランシーバ機能（ＴＦ）、
無線トランシーバ、無線ルータ、ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセ
ット（ＥＳＳ）、マクロセル、マクロノード、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、フェムトセル
、フェムトノード、ピコノード、又は何からのその他の同様の用語として実装すること、
又はＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、基地局（Ｂ
Ｓ）、無線基地局（ＲＢＳ）、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、ベーストランシーバ局（
ＢＴＳ）、トランシーバ機能（ＴＦ）、無線トランシーバ、無線ルータ、ベーシックサー
ビスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、マクロセル、マクロノード、ホ
ームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、フェムトセル、フェムトノード、ピコノード、又は何からのそ
の他の同様の用語で呼ぶことができる。
【０１１９】
　幾つかの態様においては、ノード（例えば、アクセスポイント）は、通信システムのた
めのアクセスノードを備えることができる。該アクセスノードは、例えば、ネットワーク
（例えば、ワイドエリアネットワーク、例えば、インターネット又はセルラーネットワー
ク）への有線又は無線の通信リンクを介するネットワークのための又はネットワークへの
接続性を提供することができる。従って、アクセスノードは、他のノード（例えば、アク
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セス端末）がネットワーク又は何らかのその他の機能にアクセスするのを可能にすること
ができる。さらに、それらのノードのうちの１つ又は両方は、ポータブルであることがで
き、又は、幾つかの場合は、相対的に非ポータブルであることができることが評価される
べきである。
【０１２０】
　さらに、無線ノードは、（例えば、有線接続を介して）非無線方式で情報を送信及び／
又は受信することが可能であることが評価されるべきである。従って、ここにおいて説明
される受信機及び送信機は、非無線媒体を介して通信するための該当する通信インタフェ
ースコンポーネント（例えば、電気的又は光学的インタフェースコンポーネント）を含む
ことができる。
【０１２１】
　無線ノードは、あらゆる適切な無線通信技術に基づく又はあらゆる適切な無線通信技術
をサポートする１つ以上の無線通信リンクを介して通信することができる。例えば、幾つ
かの態様においては、無線ノードは、ネットワークと関連することができる。幾つかの態
様においては、ネットワークは、ローカルエリアネットワーク又はワイドエリアネットワ
ークを備えることができる。無線デバイスは、様々な無線通信技術、プロトコル、又は規
格、例えば、ここにおいて説明されるそれら（例えば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ、
ＯＦＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉ、等）のうちの１つ以上をサポート又は用いること
ができる。同様に、無線ノードは、様々な対応する変調又は多重化技法のうちの１つ以上
をサポート又は用いることができる。従って、無線ノードは、上記の又はその他の無線通
信技術を用いて１つ以上の無線通信リンクを介して確立及び通信するための該当するコン
ポーネント（例えば、エアインタフェース）を含むことができる。例えば、無線ノードは
、無線媒体を通じての通信を容易にする様々なコンポーネント（例えば、信号生成器及び
信号プロセッサ）を含むことができる関連付けられた送信機及び受信機コンポーネントを
有する無線トランシーバを備えることができる。
【０１２２】
　（例えば、添付図のうちの１つ以上に関して）ここにおいて説明される機能は、幾つか
の態様においては、添付された請求項において同様に指定された“ための手段”機能に対
応することができる。図１１乃至１６を参照し、装置１１００、１２００、１３００、１
４００、１５００、及び１６００は、一連の相互に関連された機能モジュールとして表さ
れる。ここでは、アクセス制御ディスエーブルモジュール１１０２は、少なくとも幾つか
の態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対応
することができる。メッセージ受信モジュール１１０４は、少なくとも幾つかの態様にお
いては、例えば、ここにおいて説明されるような受信機に対応することができる。サービ
ス許可モジュール１１０６は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおい
て説明されるようなアクセスコントローラに対応することができる。アクセス制御リスト
維持モジュール１１０８は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて
説明されるようなアクセスコントローラ及び／又はメモリコンポーネントに対応すること
ができる。ユーザ入力モジュール１１１０は、少なくとも幾つかの態様においては、例え
ば、ここにおいて説明されるようなユーザ入力デバイスに対応することができる。指示受
信モジュール１１１２は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説
明されるような受信機に対応することができる。ネットワークインタフェースモジュール
１１１４は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるよう
なネットワークインタフェースに対応することができる。確認メッセージ送信モジュール
１１１６は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるよう
な送信機に対応することができる。ダイヤルコード維持モジュール１２０２は、少なくと
も幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントロー
ラ及び／又はメモリコンポーネントに対応することができる。受信呼決定モジュール１２
０４は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるような受
信機に対応することができる。サービス許可モジュール１２０６は、少なくとも幾つかの
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態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対応す
ることができる。アクセス制御リスト維持モジュール１２０８は、少なくとも幾つかの態
様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対応する
ことができる。ユーザ入力モジュール１２１０は、少なくとも幾つかの態様においては、
例えば、ここにおいて説明されるようなユーザ入力デバイスに対応することができる。ユ
ーザ出力モジュール１２１２は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにお
いて説明されるようなユーザ出力デバイスに対応することができる。ネットワークエンテ
ィティ指示受信モジュール１２１４は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、こ
こにおいて説明されるようなネットワークインタフェースに対応することができる。パラ
メータ指示維持出力モジュール１３０２は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば
、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラ及び／又はメモリコンポーネント
に対応することができる。受信メッセージ決定モジュール１３０４は、少なくとも幾つか
の態様においては、例えば、ここにおいて説明されるような受信機に対応することができ
る。識別子追加モジュール１３０６は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、こ
こにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対応することができる。アクセス制
御リスト維持モジュール１３０８は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここ
において説明されるようなアクセスコントローラに対応することができる。ユーザ入力モ
ジュール１３１０は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明さ
れるようなユーザ入力デバイスに対応することができる。ユーザ出力モジュール１３１２
は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなユーザ
出力デバイスに対応することができる。サービス許可モジュール１３１４は、少なくとも
幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラ
に対応することができる。ネットワークエンティティ指示情報モジュール１３１６は、少
なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなネットワーク
インタフェースに対応することができる。ダイヤルコード維持モジュール１４０２は、少
なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコン
トローラ及び／又はメモリコンポーネントに対応することができる。呼受信モジュール１
４０４は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるような
受信機に対応することができる。メッセージ送信モジュール１４０６は、少なくとも幾つ
かの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対
応することができる。ユーザ出力モジュール１４０８は、少なくとも幾つかの態様におい
ては、例えば、ここにおいて説明されるようなユーザ出力デバイスに対応することができ
る。パラメータ指示維持モジュール１５０２は、少なくとも幾つかの態様においては、例
えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラ及び／又はメモリコンポーネ
ントに対応することができる。メッセージ受信モジュール１５０４は、少なくとも幾つか
の態様においては、例えば、ここにおいて説明されるような受信機に対応することができ
る。メッセージ送信モジュール１５０６は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば
、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対応することができる。ユーザ
出力モジュール１５０８は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて
説明されるようなユーザ出力デバイスに対応することができる。メッセージ受信モジュー
ル１６０２は、少なくとも幾つかの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるよ
うな受信機に対応することができる。識別子追加モジュール１６０４は、少なくとも幾つ
かの態様においては、例えば、ここにおいて説明されるアクセスコントローラに対応する
ことができる。アクセス制御リスト維持モジュール１６０６は、少なくとも幾つかの態様
においては、例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対応するこ
とができる。サービス許可モジュール１６０８は、少なくとも幾つかの態様においては、
例えば、ここにおいて説明されるようなアクセスコントローラに対応することができる。
ネットワークエンティティ指示受信モジュール１６１０は、少なくとも幾つかの態様にお
いては、例えば、ここにおいて説明されるようなネットワークインタフェースに対応する
ことができる。
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【０１２３】
　図１１乃至１６のモジュールの機能は、ここにおける教示に一致する様々な方法で実装
することができる。幾つかの態様においては、これらのモジュールの機能は、１つ以上の
電気的コンポーネントとして実装することができる。幾つかの態様においては、これらの
ブロックの機能は、１つ以上のプロセッサコンポーネントを含む処理システムとして実装
することができる。幾つかの態様においては、これらのモジュールの機能は、例えば、１
つ以上の集積回路（例えば、ＡＳＩＣ）の少なくとも一部分を用いて実装することができ
る。ここにおいて説明されるように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、その他の
関連するコンポーネント、又はそれらの何らかの組み合わせを含むことができる。これら
のモジュールの機能は、ここにおいて教示されるように何らかのその他の方法で実装する
こともできる。幾つかの態様においては、図１１乃至１６のダッシュ線で表されるブロッ
クのうちの１つ以上は、任意選択である。
【０１２４】
　指定表現、例えば、“第１の”、“第２の”、等を用いたここにおける要素へのいずれ
の言及も、それらの要素の数量又は順序を概して限定するものではないことが理解される
べきである。むしろ、これらの指定表現は、２つ以上の要素を区別するか又は１つの要素
の複数の事例を区別する好都合な方法としてここにおいて用いることができる。従って、
第１及び第２の要素への言及は、２つの要素のみがそこにおいて採用可能であるというこ
と又は第１の要素が何らかの形で第２の要素に先行しなければならないということは意味
しない。さらに、別の記載がない限り、要素の組は、１つ以上の要素を備えることができ
る。さらに、説明又は請求項において用いられる形態“Ａ、Ｂ、又はＣのうちの少なくと
も１つ”の表現方法は、“Ａ又はＢ又はＣ又はこれらの要素のあらゆる組み合わせ”を意
味する。
【０１２５】
　情報及び信号は、様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すことができ
ることを当業者は理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることが
あるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場、磁気粒子、光学場、光学粒子、又はそれらのあらゆる組合せによって
表すことができる。
【０１２６】
　ここにおいて開示される態様と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュール、プロセッサ、手段、回路、及びアルゴリズムのステップのいずれも、電子ハー
ドウェア（例えば、デジタル実装、アナログ実装、又はそれらの２つの組み合わせであり
、それらは、ソースコーディング又は何らかのその他の技法を用いて設計することができ
る）、命令を組み入れたプログラム又は設計コードの様々な形態（それらは、ここにおい
ては便宜上“ソフトウェア”又は“ソフトウェアモジュール”と呼ぶことができる）、又
は、両方の組み合わせとして実装することができることを当業者はさらに評価するであろ
う。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、上記においては、
様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、各々の
機能の観点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとして又はソフトウェアと
して実装されるかは、特定の用途及び全体的システムに対する設計上の制約事項に依存す
る。当業者は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様々な形で実装するこ
とができるが、該実装決定は、本開示の適用範囲からの逸脱を生じさせるものであるとは
解釈されるべきではない。
【０１２７】
　ここにおいて開示される態様と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュール、及び回路は、集積回路（ＩＣ）、アクセス端末、又はアクセスポイント内に実
装すること又は集積回路（ＩＣ）、アクセス端末、又はアクセスポイントによって実行す
ることができる。ＩＣは、ここにおいて説明される機能を果たすように設計された汎用プ
ロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フ
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ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）又はその他のプログラミング可能な論
理デバイス、ディスクリートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジック、デ
ィスクリートハードウェアコンポーネント、電気的コンポーネント、光学的コンポーネン
ト、機械的コンポーネント、又はそれらのあらゆる組合せ、を備えることができ、及び、
ＩＣ内、ＩＣ外、又は両方に常駐する符号又は命令を実行することができる。汎用プロセ
ッサは、マイクロプロセッサであることができるが、代替においては、プロセッサは、従
来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシン
であってもよい。プロセッサは、計算デバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイ
クロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ、ＤＳＰコアと関連す
る１つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はその他のあらゆる該構成との組合せ、
として実装することもできる。
【０１２８】
　いずれかの開示されるプロセス内のいずれの特定の順序及び階層も、見本のアプローチ
法の一例であることが理解される。設計上の優先度に基づき、プロセス内のステップの特
定の順序又は階層は、本開示の適用範囲内にとどまりつつ再編できることが理解される。
添付される方法請求項は、様々なステップの要素を見本の順序で提示したものであり、提
示された特定の順序又は階層に限定されることは意味しない。
【０１２９】
　１つ以上の典型的な実施形態において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、又はそれらのあらゆる組み合わせにおいて実装することができる。
ソフトウェアにおいて実装される場合は、これらの機能は、コンピュータによって読み取
り可能な媒体において１つ以上の命令又は符号として格納すること又は送信することがで
きる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と、１つの場
所から他へのコンピュータプログラムの転送を容易にする媒体を含む通信媒体と、の両方
を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能なあらゆる利用可能な媒体であ
ることができる。一例として、及び限定することなしに、該コンピュータによって読み取
り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその他の光学ディス
ク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶装置、又は、命令又はデータ構
造の形態で希望されるプログラムコードを搬送又は格納するために用いることができ及び
コンピュータによってアクセス可能であるその他の媒体、を備えることができる。さらに
、いずれの接続もコンピュータによって読み取り可能な媒体であると適切に呼ばれる。例
えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者
ライン（ＤＳＬ）、又は無線技術、例えば赤外線、無線、及びマイクロ波、を用いてウェ
ブサイト、サーバ、又はその他の遠隔ソースから送信される場合は、該同軸ケーブル、光
ファイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、又は無線技術、例えば赤外線、無線、及びマイク
ロ波、は、媒体の定義の中に含まれる。ここにおいて用いられるときのディスク（ｄｉｓ
ｋ及びｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レーザディスク（ｄ
ｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄ
ｉｓｃ）と、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイディスク（ｄ
ｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通常は磁気的にデータを複製し、ｄｉｓｃは、
レーザを用いて光学的にデータを複製する。上記の組合せも、コンピュータによって読み
取り可能な媒体の適用範囲に含められるべきである。コンピュータによって読み取り可能
な媒体は、あらゆる適切なコンピュータプログラム製品内に実装できることが評価される
べきである。
【０１３０】
　開示される態様に関する上記説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にす
ることを目的として提供される。これらの態様に対する様々な修正は、当業者にとって容
易に明確になるであろう、及び、ここにおいて定められる一般原理は、本開示の適用範囲
を逸脱することなしにその他の態様に対して適用することができる。以上のように、本開
示は、ここにおいて示される態様に限定されることが意図されるものではなく、ここにお
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いて開示される原理及び新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認めら
れるべきである。
なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにすることと、
前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信することであっ
て、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録することを試行中で
あることを示すことと、
前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した結果と
して前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可す
ることと、を備える、通信方法。
［Ｃ２］前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセスポ
イントのためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備える
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リストを維持することをさらに
備えるＣ２に記載の方法。
［Ｃ４］前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アク
セス制御リストを維持することをさらに備えるＣ２に記載の方法。
［Ｃ５］前記アクセス制御を前記ディスエーブルにすることは、前記アクセス制御リスト
に記載されていないアクセス端末のためにアクセスを一時的に可能にすることを備えるＣ
２に記載の方法。
［Ｃ６］前記アクセス制御は、定義された期間の間ディスエーブルにされるＣ１に記載の
方法。
［Ｃ７］前記方法は、前記アクセスポイントにおいて実行されるＣ１に記載の方法。
［Ｃ８］前記方法は、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにお
いて実行されるＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］ユーザ入力デバイスから指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は
、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１０］前記アクセス端末から指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は
、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１１］ネットワークインタフェースを介して指示を受信することをさらに備え、前記
アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の
方法。
［Ｃ１２］前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記ア
クセスポイントから指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は、前記指示の
前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１３］前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを
許可されていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信すること
をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１４］前記アクセスポイントのための実施ポイントは、前記アクセス端末への呼をト
リガすることによって前記アクセス端末に前記確認メッセージを送信するＣ１３に記載の
方法。
［Ｃ１５］前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス
端末が定義された期間の間にサービスを入手することを許可することを備えるＣ１に記載
の方法。
［Ｃ１６］前記アクセスポイントは、フェムトセルを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１７］アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにするように構成さ
れたアクセスコントローラと、
前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信するように構成
された受信機と、を備え、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登
録することを試行中であることを示し、
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前記アクセスコントローラは、前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに前
記メッセージを受信した結果として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサ
ービスを入手することを許可するようにさらに構成される、通信のための装置。
［Ｃ１８］前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス
ポイントのためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備え
るＣ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］前記アクセスコントローラは、前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制
御リストを維持するようにさらに構成されるＣ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］前記アクセスコントローラは、前記アクセスポイントのためのアクセスポイン
トゲートウェイにおいて前記アクセス制御リストを維持するようにさらに構成されるＣ１
８に記載の装置。
［Ｃ２１］前記アクセス制御を前記ディスエーブルにすることは、前記アクセス制御リス
トに記載されていないアクセス端末のためにアクセスを一時的に可能にすることを備える
Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２２］前記アクセス制御は、定義された期間の間ディスエーブルにされるＣ１７に記
載の装置。
［Ｃ２３］前記装置は、前記アクセスポイントであるＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２４］前記装置は、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイで
あるＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２５］ユーザ入力デバイスをさらに備え、
前記アクセスコントローラは、前記ユーザ入力デバイスから指示を受信するようにさらに
構成され、
前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１７に
記載の装置。
［Ｃ２６］前記受信機は、前記アクセス端末から指示を受信するようにさらに構成され、
前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１７に
記載の装置。
［Ｃ２７］指示を受信するように構成されたネットワークインタフェースをさらに備え、
前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１７に
記載の装置。
［Ｃ２８］前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを
許可されていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信するよう
に構成された送信機をさらに備えるＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２９］前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすることによって送
信されるＣ２８に記載の装置。
［Ｃ３０］前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス
端末が定義された期間の間にサービスを入手することを許可することを備えるＣ１７に記
載の装置。
［Ｃ３１］前記アクセスポイントは、フェムトセルを備えるＣ１７に記載の装置。
［Ｃ３２］アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにするための手段と
、
前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信するための手段
であって、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録することを試
行中であることを示す手段と、
前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した結果と
して前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可す
るための手段と、を備える、通信のための装置。
［Ｃ３３］前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス
ポイントのためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備え
るＣ３２に記載の装置。
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［Ｃ３４］前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リストを維持するための手段
をさらに備えるＣ３３に記載の装置。
［Ｃ３５］前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記ア
クセス制御リストを維持するための手段をさらに備えるＣ３３に記載の装置。
［Ｃ３６］ユーザ入力手段をさらに備え、
アクセス制御をディスエーブルにするための前記手段は、前記ユーザ入力手段から指示を
受信するように構成され、
前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ３２に
記載の装置。
［Ｃ３７］前記アクセス端末から指示を受信するための手段をさらに備え、前記アクセス
制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ３２に記載の装置。
［Ｃ３８］指示を受信するためのネットワークインタフェース手段をさらに備え、前記ア
クセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ３２に記載の
装置。
［Ｃ３９］前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを
許可されていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信するため
の手段をさらに備え、前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすること
によって送信されるＣ３２に記載の装置。
［Ｃ４０］アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにし、
前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信し、及び
前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した結果と
して前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可す
ることをコンピュータに行わせるためのコードを備えるコンピュータによって読み取り可
能な媒体を備え、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録するこ
とを試行中であることを示す、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ４１］前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス
ポイントのためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備え
るＣ４０に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４２］前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセスポイントにお
いて前記アクセス制御リストを維持することを前記コンピュータに行わせるためのコード
をさらに備えるＣ４１に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４３］前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセスポイントのた
めのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセス制御リストを維持することを前
記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備えるＣ４１に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
［Ｃ４４］前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、ユーザ入力デバイスから指
示を受信することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ４０に
記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４５］前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセス端末から指示
を受信することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ４０に
記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４６］前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、ネットワークインタフェー
スを介して指示を受信することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え
、
前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ４０に
記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４７］前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセス端末が前記ア
クセスポイントを通じてサービスを入手することを許可されていることを確認するために
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前記アクセス端末に確認メッセージを送信することを前記コンピュータに行わせるための
コードをさらに備え、
前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすることによって送信されるＣ
４０に記載のコンピュータプログラム製品。
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